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平成２０年第１回北信広域連合議会定例会会議録（第１号） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

北信広域連合告示 第１号 

平成２０年２月８日（金） 中野市豊田支所大会議室に開く。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成２０年２月８日（金） 午前１０時開議 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 議事日程（第１号） 

 １ 開 会 

 ２ 会議録署名議員の指名 

 ３ 会期等の決定 

 ４ 議案第 １号 北信広域連合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例案 

 ５ 議案第 ２号 平成２０年度北信広域連合一般会計予算 

 ６ 議案第 ３号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予

算 

 ７ 議案第 ４号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計予

算 

 ８ 議案第 ５号 平成２０年度北信広域連合養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算 

 ９ 議案第 ６号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予

算 

１０ 議案第 ７号 平成２０年度北信広域連合養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算 

１１ 議案第 ８号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会

計予算 

１２ 議案第 ９号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計

予算 

１３ 議案第１０号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会

計予算 

１４ 議案第１１号 平成２０年度北信広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算 
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１５ 議案第１２号 平成２０年度北信広域連合公平委員会特別会計予算 

１６ 議案第１３号 北信広域連合監査委員の選任の同意について 

１７ 議案第１４号 北信広域連合公平委員会委員の選任の同意について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 ……… 議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員 次のとおり（２３名） 

  １番 尾 澤 正 功 議員  １３番 富 井 耕 一 議員 

  ２番 荻 原   勉 議員  １４番 武 田 貞 夫 議員 

  ３番 山 本 一二三 議員  １５番 佐 藤 武 士 議員 

  ４番 高 橋 正 治 議員  １６番 竹 内 知 雄 議員 

  ５番 林   紘 一 議員  １７番 青 木 豊 一 議員 

  ６番 小 林 洋 之 議員  １８番 藤 木 八十治 議員 

  ７番 西 澤 忠 和 議員  １９番 久保田 三 代 議員 

  ８番 島 田 伯 昭 議員  ２０番 渡 邉   力 議員 

  ９番 西 條 豊 致 議員  ２１番 小 林 克 彦 議員 

 １０番 竹 内 卯太郎 議員  ２２番 武 田 典 一 議員 

 １１番 髙 木 尚 史 議員  ２３番 山 﨑 一 郎 議員 

 １２番 坂 原 シ モ 議員   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欠席議員 次のとおり（なし） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 次のとおり 

 事 務 局 長  青 木   正 主 査  西 田 幸 一 

 事務局次長補佐兼総務係長  石 川 保 文 主 査  宮 本 秀 一 

 保険福祉係長  養 田 昭 二  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 説明のため議場に出席した者の職氏名 次のとおり 

 広域連合長  青 木   一 幹    事  白 鳥 久 男 

 副広域連合長  石 田 正 人 幹    事  日 台 吉太郎 
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 副広域連合長  竹 節 義 孝 幹    事  苅 和 速 雄 

 副広域連合長  芳 川 修 二 幹    事  齋 藤 家 富 

 副広域連合長  河 野 幹 男 事務局次長  関 谷 竹 志 

 副広域連合長  髙 橋 彦 芳 望岳荘施設長  山 田 吉 廣 

 副 管 理 者  小 林 貫 男 高社寮施設長  豊 田 洋 輔 

 監 査 委 員  金 井 義 信 千曲荘施設長  町 井 和 夫 

 会計管理者  豊 田 博 文 いで湯の里施設長  山 岸 元 春 

 幹    事  栗 原   満 菜の花苑施設長  片 塩 義 昭 

 幹    事  今清水 豊 治 ふるさと苑施設長  武 田 良 平 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （開 議）      （午前１０時００分） 

（開会に先立ち、青木事務局長が本日の出席議員数及び説明のために出席した者の職名を報

告する。） 

 １ 開 会 

議長（山﨑一郎君） ただいま報告のとおり、出席議員が定足数に達しておりますから、本議

会は成立いたしました。 

 これより平成２０年第１回北信広域連合議会定例会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第１号のとおりでありますから、

ご了承を願います。 

議長（山﨑一郎君） ここで、広域連合長からあいさつがあります。 

 青木広域連合長。 

（広域連合長 青木 一君 登壇） 

広域連合長（青木 一君） 本日ここに、平成２０年２月北信広域連合議会定例会を招集いた

しましたところ、ご出席をいただきまして厚く御礼を申し上げます。 

 さて、昨年の冬は暖冬と雪不足に悩まされ、夏は低温と日照不足に始まり、８月は猛暑に

見舞われ、一般的に言われている地球温暖化による異常気象の影響が、やはり少なからず

あったのではないかと思っております。 

 本年は、今のところ雪は少なく、除雪関連等地域経済への影響も心配されますが、寒さに

おいては例年以上となっており、ここ二、三年の中では、最もこの地域らしい冬を迎えてい

るところではないでしょうか。 
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 この北信地域においては、気象状況により生活や経済基盤が大きく左右されますので、や

はり今の時期は冬らしさを最も期待するところであり、今後は春夏秋冬、四季折々の季節の

変化が確実に感じ取れるよう願うところであります。 

 次に、当連合の平成１９年度事業の執行状況でありますが、厳しい財政事情の中、各組織

市町村及び関係各位の協力を得ながら、老人ホーム入所者の処遇等の施設運営を初め、ほぼ

順調にここまで事務事業が執行できていると考えております。 

 今後とも、よりきめ細やかなサービスの提供を初め、入所されている方はもちろん、その

家族が安心をしていただけるよう、職員一人一人が心のこもった、安らぎと落ちつきのある

生活の場が提供できるようサポートし、入所者の立場に立って、今、何が求められているの

か、何が一番必要なのかを常に考え、職員が一丸となって万全を期すよう努めていく次第で

あります。 

 さて、県内の経済情勢でありますが、長野財務事務所の発表によりますと、「弱い動きは

見られるものの、引き続き穏やかに持ち直している。」としております。個々に見ますと、

企業の景況感は大企業でプラスに転じ、中小企業ではマイナス幅が減少したことなどを反映

し、全体的には判断を引き上げたこととなっています。 

 また、生産活動においては、機械が好調さを維持し、電子部品は高水準にあるとし、全体

的には穏やかに増加しているとしております。 

 個人消費では、引き続き一部に回復の兆しがうかがえるものの、弱い動きと位置づけてい

ます。 

 しかし、当連合管内においては、引き続き中小小売業の経営状況は、厳しい状況が続いて

おり、また、一部製造業においても、原油価格の高騰や原材料費の上昇などにより、見通し

は厳しい状況が、今後も続くものと予想されます。 

 次に、雇用状況でありますが、県の有効求人倍率を見ますと、ここ１年ぐらいは１倍を超

える状況にあり、当連合管内のハローワーク飯山においても、県平均をわずかに下回ってお

りますが、ほぼ１倍前後で推移をしております。しかしながら、当地を取り巻く雇用環境は

求人数は多いものの、求職を申し込む現状は少なく、依然として明るい見通しというところ

までは行っておらず、雇用確保に苦慮しているのが現状であります。 

 次に、本議会におきまして、議案として上程しております平成２０年度予算について申し

上げます。 

 市町村財政の逼迫した中、健全財政の堅持を図り、さらなるサービスに取り組むべく、限
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られた予算の範囲で、最大の効果が得られるよう有効に配分させていただき、よりよい事業

成果となるよう予算編成をさせていただきました。 

 主なもので申し上げますと、一つ目として、耐震化事業であります。当連合で運営してお

ります老人ホーム６施設のうち、最も建設年度が古い老人ホーム高社寮につきましては、国

で示しております耐震基準が満たされていない可能性があるとして、昨今の地震に対応すべ

く耐震診断を実施し、その診断結果に基づき、必要に応じ耐震補強工事を施工していくため

の予算を計上させていただきました。 

 二つ目として、老人ホーム６施設へのエコキュートの導入であります。最近の灯油価格の

高騰や、環境への配慮のため、空気の熱でお湯を沸かす給湯システム、エコキュートを設置

するための予算の計上であります。 

 メリットといたしましては、まず１点目はエコロジーであり、二酸化炭素ＣＯ２を大幅に

削減ができ、地球環境への負担を軽減すること。２点目といたしましてはエコノミカル、割

安な夜間の電気を利用するため、省エネルギー効果が得られることが挙げられます。そして、

３点目として、灯油の使用量の減少につながるため、施設の燃料費が抑えられ、経費の節減

が図られることとなります。以上のような視点から、平成２０年度において施設整備をお願

いするものであります。 

 なお、予算編成の細部につきましては、各議案の中でご説明申し上げますが、前段でも申

し上げましたとおり、厳しい財政状況を踏まえ、できる限り最善な予算執行に努めるよう対

処し、今後とも施設運営経費につきましては、さらに縮減を図り、また施設サービスについ

ては低下を招かないように、着実な向上を目指し、地域住民の福祉の増進及び地域振興に寄

与してまいりたいと考えております。 

 議員各位におかれましては、今後とも、より一層格別なご理解とご協力をお願い申し上げ

る次第であります。 

 本日提案いたします議案は、条例案１件、新年度予算案１１件、人事案２件、合わせて

１４件であります。よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げまして、ごあいさつ

とさせていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ２ 会議録署名議員の指名 

議長（山﨑一郎君） 日程第２ 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、 
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 第１６番 竹内知雄 議員 

 第１７番 青木豊一 議員 

 を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ３ 会期等の決定 

平成２０年第１回北信広域連合議会定例会運営日程（案） 

会期:平成２０年２月８日（金）～２月１４日（木） ７日間 

月 日 曜日 時 間 会 議 摘  要 

２月 ８日 金 午前１０時 本会議 開会、会期等決定、議案提案説明 

９日 土  休 会 土曜日のため 

１０日 日  〃 日曜日のため 

１１日 月  〃 祝日のため 

１２日 火  〃 議案審査のため 

１３日 水  〃 議案審査のため 

１４日 木 午前１０時 本会議 議案質疑、一般質問、討論、採決、閉会 

 

議長（山﨑一郎君） 日程第３ 会期等の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期については、お手元に配付いたしました平成２０年第１回北信広域連合議

会定例会運営日程（案）のとおり決するにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期については、運営日程（案）のとおり決しました。 

 議事に入る前に、以降、議案の「北信広域連合」の部分については、省略をさせていただ

きますので、ご了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ４ 議案第 １号 北信広域連合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例案 

議長（山﨑一郎君） 日程第４ 議案第１号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 
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 広域連合長から提案理由の説明を求めます。 

 青木広域連合長。 

（広域連合長 青木 一君 登壇） 

広域連合長（青木 一君） 議案第１号 北信広域連合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明を申し上げます。 

 本案につきましては、圏域内市町村が財政状況等を勘案し、特別職の職員等の報酬の見直

しを実施している現状を踏まえ、当広域連合といたしましても、中野市の減額改定率に基づ

き、特別職の職員で非常勤の者の報酬の引き下げをするため、所要の改正を行うものであり

ます。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ５ 議案第 ２号 平成２０年度北信広域連合一般会計予算 

 ６ 議案第 ３号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予算 

 ７ 議案第 ４号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算 

 ８ 議案第 ５号 平成２０年度北信広域連合養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算） 

 ９ 議案第 ６号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算 

１０ 議案第 ７号 平成２０年度北信広域連合養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算 

１１ 議案第 ８号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会計

予算 

１２ 議案第 ９号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計予

算 

１３ 議案第１０号 平成２０年度北信広域連合特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会計

予算 

１４ 議案第１１号 平成２０年度北信広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補正予算 

１５ 議案第１２号 平成２０年度北信広域連合公平委員会特別会計予算 

議長（山﨑一郎君） 日程第５ 議案第２号 平成２０年度一般会計予算から、日程第１５ 

議案第１２号 平成２０年度公平委員会特別会計予算までの１１議案を一括して議題といた

します。 

 広域連合長から提案理由の説明を求めます。 

 青木広域連合長。 
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（広域連合長 青木 一君 登壇） 

広域連合長（青木 一君） 議案第２号から議案第１２号までの１１議案を、一括してご説明

を申し上げます。 

 なお、私が申し上げます項目は主な予算の概要とさせていただき、内容につきましては、

各施設の施設長等から説明をさせますので、あらかじめご了承を願います。 

 また、「北信広域連合」の部分につきましては、以降省略させていただきますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 初めに、議案第２号 平成２０年度一般会計予算について、主なものをご説明申し上げま

す。 

 本案の予算総額は、昨年度より６，７４１万９，０００円増の４億３，６０４万

６，０００円でございます。 

 それでは、歳入について主なものを説明いたします。 

 １款分担金及び負担金では、２億２，０８１万３，０００円を計上いたしました。これは

経常経費、介護保険事業費、特別養護老人ホーム建設にかかわる起債の償還金、病院群輪番

制病院運営補助事業及び障害者自立支援事業の継続事業分として、関係市町村からご負担を

いただくものであります。 

 ２款繰入金では、１億８，６５６万６，０００円を計上いたしました。内訳は、特別養護

老人ホーム４施設の建設費の起債償還分として１億４，２０６万９，０００円、施設の耐震

化事業費分として、特別会計からの繰入金３，０００万円などであります。 

 また、５款市債といたしまして、老人ホームの高社寮における耐震化事業にかかわる起債

を２，７００万円計上いたしました。 

 続いて、歳出について主なものを説明いたします。 

 ２款総務費の１項総務管理費では、１億８０９万６，０００円を計上いたしました。主な

内訳は、職員８人分の人件費を含む一般管理費のほか、施設の防災対策として実施する耐震

化工事の費用３，０００万円などであります。 

 ３款民生費１項社会福祉費では、８，８８０万６，０００円を計上いたしました。主な内

訳は、職員２人分の人件費などで１，２６２万５，０００円、介護認定審査会委員報酬、介

護認定システム借上料などで１，８２８万円、望岳荘改築事業に充てたふるさと市町村圏基

金への償還金分、公共施設等耐震化事業債の特別会計繰出分などで５，６４５万

３，０００円であります。 



 

－ 9 －  

 ４款衛生費では、病院群輪番制病院運営事業補助金として３，３８１万６，０００円を計

上いたしました。 

 ５款公債費につきましては、２億３４２万３，０００円で、老人ホーム建設にかかわる起

債償還分として、元金分１億７，０９９万６，０００円、利子分３，２４２万７，０００円

を計上いたしました。 

 次に、老人ホーム特別会計に関しまして、各施設に共通する事項について説明をいたしま

す。 

 構成市町村の負担軽減を図るため、建設時の起債償還金分を、各事業の特別会計で継続し

て支出することといたしました。 

 なお、菜の花苑事業特別会計につきましては、起債借入時の経緯もあり、従来どおり市町

村分担金でお願いしてございます。 

 次に、施設利用者への介護サービスの向上についてですが、看・介護の充実、機能回復訓

練の充実及びユニットケア充実に向けた適正な職員の人員配置に当たります。 

 次に、施設利用者の居室生活充実の面では、電動ベッドなど介護医療用備品の更新を予定

しております。また施設の管理運営面では燃料費、特に灯油代節約のための電気給湯設備エ

コキュートの借り上げ及び作業効率促進のための給食調理用備品の購入、快適な生活を送る

ための施設の下水道整備等を予定しております。 

 今後とも施設利用者の利便性の向上、介護福祉サービスの充実に向け、施設整備、体制強

化、職員研修等、健全経営の範囲内で図ってまいる所存でありますので、よろしくお願いを

いたします。 

 次に、各施設の予算概要について説明をいたします。 

 議案第３号 平成２０年度特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予算について申し上げ

ます。 

 本案は、望岳荘の施設利用者９０人及び短期入所施設６床分の処遇にかかわるもので、予

算総額は昨年度より約６４０万円減の３億７，５７１万５，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金３億

６，４６５万９，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が、３億７，１６１万

５，０００円であります。新規拡大分としては、施設利用者介護用備品の更新に７０万

５，０００円を計上いたします。 
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 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に３００万円を計上しております。 

 次に、議案第４号 平成２０年度特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算について申

し上げます。 

 本案は、老人ホーム高社寮のうち、特別養護老人ホーム利用者７０人及び短期入所施設

６床分の処遇にかかわるもので、予算総額は昨年度より約２，７００万円増の３億

１，９３４万１，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金２億

８，６４７万円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が３億９９６万５，０００円であ

ります。新規拡大分としては、施設の防災対策として、耐震化工事等を実施するに当たり、

養護会計と案分で一般会計繰出金２，４３５万７，０００円、施設の管理運営に伴う各種工

事、備品購入など８７９万円を計上いたしました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に８３０万円を計上します。 

 次に、議案第５号 平成２０年度養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算について申し上

げます。 

 本案は、老人ホーム高社寮のうち、養護老人ホーム利用者５０人の処遇にかかわるもので、

予算総額は昨年度より約２，０００万円減の１億２，５５３万６，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、老人保護措置費負担金

８，９８８万３，０００円、特定施設利用者負担金２，２９０万円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が１億２，４１９万６，０００円

であります。新規拡大分としては、施設の防災対策として、耐震化工事等を実施するに当た

り、特養会計と案分で一般会計繰出金５６４万３，０００円、施設利用者介護用備品の更新

及び施設の管理運営に伴う各種工事、備品購入に３７９万９，０００円を計上いたします。 

 ２款諸支出金では、財政調整基金積立金に３４万円を計上してあります。 

 次に、議案第６号 平成２０年度特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算について申

し上げます。 

 本案は、老人ホーム千曲荘のうち、特別養護老人ホーム利用者６０人及び短期入所施設

６床分の処遇にかかわるもので、予算総額は昨年度より約２，６００万円増の２億

８，４０６万４，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金２億
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４，８７７万１，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が２億８，２４６万８，０００円

であります。主なものとしては、施設整備にかかわる起債償還分の一般会計繰出金に

３，１６６万８，０００円で、これは繰上償還分の１，５４４万２，０００円を含んでおり

ます。新規拡大分としては、施設の管理運営に伴う各種工事、備品購入などに６７８万

１，０００円、施設利用者介護用備品の更新に１３１万６，０００円を計上いたしました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に４７万６，０００円を計上しております。 

 次に、議案第７号 平成２０年度養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算について申し上

げます。 

 本案は、老人ホーム千曲荘のうち、養護老人ホーム利用者５０人の処遇にかかわるもので、

予算総額は昨年度より約２，９００万円減の１億２，２７０万４，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、老人保護措置費負担金

９，４４６万３，０００円、特定施設利用者負担金２，５０６万３，０００円を見込んでお

ります。 

 歳出では、施設運営等利用者処遇にかかわる１款民生費が１億１，４５３万１，０００円

であります。新規拡大分としては、施設の管理運営に伴う各種工事、備品購入など２６２万

６，０００円を計上いたしました。 

 次に、議案第８号 平成２０年度特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会計予算につい

て申し上げます。 

 本案は、いで湯の里施設利用者７０人及び短期入所施設１０床分の処遇にかかわるもので、

予算総額は昨年度より約９１０万円増の３億３，６２６万８，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金３億

５７９万６，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が３億３，４４３万３，０００円

であります。主なものとして、施設整備にかかわる起債償還分の一般会計繰出金に

２，９９４万２，０００円、新規拡大分として、施設の管理運営に伴う各種工事、備品購入

などに１，１８８万６，０００円を計上いたしました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に７３万５，０００円を計上しております。 

 次に、議案第９号 平成２０年度特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計予算について

申し上げます。 
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 本案は、菜の花苑の施設利用者６０人及び短期入所施設１０床分の処遇にかかわるもので、

予算総額は昨年度より約１２０万円減の２億７，８７６万１，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金２億

６，７７６万７，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が２億７，６６２万１，０００円

であります。新規拡大分としては、施設管理用備品の購入などに２１８万円、施設利用者介

護用備品の更新に２４万６，０００円を計上いたしました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に１０６万円を計上しております。 

 次に、議案第１０号 平成２０年度特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会計予算につ

いて申し上げます。 

 本案は、ふるさと苑の施設利用者７０人及び短期入所施設５床分の処遇にかかわるもので、

予算総額は昨年度より約９６０万円減の３億３，６４４万６，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金２億

８，３９３万２，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が３億３，５１１万円であります。

主なものとして、施設整備にかかわる起債償還分の一般会計繰出金に４，８９９万

４，０００円、新規拡大分として、施設の管理運営にかかわる各種工事、備品購入などに

１６５万６，０００円、施設利用者介護用備品の購入に７万２，０００円を計上いたしまし

た。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に２８万６，０００円を計上しております。 

 次に、議案第１１号 平成２０年度ふるさと市町村圏事業特別会計予算について申し上げ

ます。 

 本案は、予算総額は昨年度より約２００万円増の２，６７３万６，０００円でございます。 

 主なものを説明しますと、歳入では、１款財産収入として、ふるさと市町村圏基金運用利

子収入８８０万円、２款繰入金として、特別養護老人ホーム望岳荘建設事業貸付にかかわる

元金返済分の繰入金１，７７７万５，０００円を計上いたしました。 

 歳出では、１款広域市町村圏振興整備事業費のうち、広域観光の推進を図るための事業費

として５００万９，０００円、また望岳荘建設事業貸付にかかわる元金の返済に伴う積立金

として１，７７７万５，０００円を計上いたしました。 

 次に、議案第１２号 平成２０年度公平委員会特別会計予算について申し上げます。 
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 本案は、予算総額が昨年度と同額の１４０万円でございます。 

 歳入では、１款分担金及び負担金で、共同処理する組織市町村等からの分担金１１４万

５，０００円などを計上いたしました。 

 歳出では、１款総務費として、委員報酬など１３６万８，０００円を計上いたしました。 

 以上、１１議案につきまして一括ご説明を申し上げました。 

 先ほど前段で申し上げましたとおり、各会計の主な詳細につきましては、事務局次長及び

各施設長から補足説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

 なお、資料といたしまして、主要事業の概要をお手元に「主要施策概要説明書」としてお

配りしてございますので、参考にご覧をいただきたいと存じます。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（山﨑一郎君） 続いて、事務局次長及び各施設長において、本案の補足説明がありまし

たらお願いいたします。 

（事務局次長 挙手） 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） それでは、議案第２号 平成２０年度一般会計予算について、若

干補足説明をさせていただきます。 

 お手元の予算書に基づきましてご説明をさせていただきますが、お願いいたします。 

 歳入の関係では、特に補足はございません。 

 歳出の関係ですが、まず予算書１１ページをご覧いただきたいと思います。１款１項議会

費５８万３，０００円でありますが、議員報酬、議事録編集委託料等でございます。 

 続きまして、１２ページをお願いいたします。２款総務費の中の１項総務管理費１億

８０９万６，０００円でありますが、１目一般管理費として、事務局職員１０人のうち８人

の件費。 

 続いて、１４ページの方へ飛んでいただきたいと思います。１４ページ、真ん中よりやや

下ですが、高社寮耐震診断委託料で８００万円、１５ページの一番上になりますが、工事請

負費で高社寮耐震化工事で２，２００万円が主なもので、そのほか事務関係諸費用でござい

ます。 

 同じく、１５ページの一番下になりますが、２目企画費といたしまして、保健福祉の研究

体制、まだはっきりしない部分もありますが、概算で委員報酬等を計上させていただきまし

た。 
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 続きまして、１７ページをお願いいたします。２項選挙費７万２，０００円でありますが、

選挙管理委員会定例会の運営費であります。 

 ３項監査委員費２５万円でありますが、毎月の出納検査、定例監査、決算審査にかかわる

運営費でございます。 

 続いて、１８ページをお願いいたします。３款民生費の１項社会福祉費８，８８０万

６，０００円でありますが、１目介護保険総務費としては、事務局職員２人分の人件費が主

なものであります。 

 １９ページの下からですが、２目介護認定審査会費は、年間１４４回の開催を予定してお

ります審査会の委員報酬、支援システムの借上料等が主なものでございます。 

 続きしまて、２０ページでございます。下の方のところですが、３目入所判定委員会費は、

養護老人ホームへの入所良否の判定会議の開催運営費でございます。 

 ２１ページへ行きまして、４目老人福祉費は、施設建設の際の借入金返済にかかる会計間

移動分、それと高社寮耐震化関係で、起債借り入れした分を一たん高社寮会計へ繰り出しし

まして、その後また繰り入れとするものでございます。 

 ５目の入所検討委員会費は、特養ホームの入所順位を検討する会議の開催経費。 

 ６目障害程度区分認定審査会費は、年間１２回の開催経費でございます。 

 続きしまて、２２ページをお願いしたいと思います。４款衛生費１項保健衛生費

３，３８１万６，０００円は、病院群輪番制運営事業でございますが、北信総合病院、飯山

赤十字病院への補助であります。 

 その下の公債費は、施設建設の際の起債償還分でございます。 

 一般会計は以上でございます。 

（望岳荘施設長 挙手） 

議長（山﨑一郎君） 次に、望岳荘施設長。 

望岳荘施設長（山田吉廣君） 続きまして、議案第３号 平成２０年度特別養護老人ホーム望

岳荘事業特別会計につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 予算書の３５ページをおめくりをいただきたいと思いますが、歳入歳出の予算の総額であ

ります。３億７，５７１万５，０００円でございます。 

 次に、３８ページをおめくりをいただきたいと思います。事項別明細書の１の総括であり

ます。歳入につきましては、１款の分担金及び負担金１００万６，０００円の増額とさせて

いただいてございます。それから４款の繰越金でありますが、８２０万円の前年比減額に
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なっておるところでありますが、本年度、起債の繰上償還５００万円余、それから需用費の

灯油代、それが高騰をいたしまして２３０万円ほど増額となりますので、減額になってござ

います。 

 歳出でありますが、諸支出金三角であります。予備費とそれぞれ減額をして、これも繰り

越しの減によるところでございます。 

 次に、概要でありますけれども、歳入につきましては、先ほど申し上げたとおりでありま

すので省略をさせていただきまして、４３ページおめくりをいただきたいと思います。 

 １款の民生費でございます。１項の特別養護老人ホーム事業費、総額３億７，１６１万

５，０００円でございます。 

 １目の施設総務費であります。総額２億８，７３７万７，０００円でございます。主に人

件費、あるいは委託料等でございます。１５８万円の前年比増になってございます。育休の

正職員の復帰によるところでございます。 

 次に、４５ページをお願いしたいと思います。２目の施設管理費でございます。総額１億

１，１１４万６，０００円でございます。施設の管理運営にかかわる費用でございます。 

 ４８ページをお願いしたいと思います。ここで新しくエコキュートの設備の借上料

１６６万４，０００円を、新規の事業で計上させていただいてございます。 

 ４９ページ、３目施設生活費でございますが、７，１１３万９，０００円でございます。

利用者の居室生活費、それから入所者の賄い材料費等でございます。備品の購入につきまし

ては、車いす３台、電動ベッド２台の購入を予定してございます。 

 次に、５０ページをお願いいたします。４目保健衛生費でございます。１９５万

３，０００円でございます。医療医薬品、あるいは材料費、それから入所者の健康管理検査

手数料等でございます。 

 ただいま申し上げました概要につきましては、お手元の主要施策概要説明書の３ページに

ございますので、お目通しをお願いしたいと、こんなふうに思います。 

 以上でございます。 

（高社寮施設長 挙手） 

議長（山﨑一郎君） 続いて、高社寮施設長。 

高社寮施設長（豊田洋輔君） 議案第４号 平成２０年度特別養護老人ホーム高社寮事業特別

会計につきましてご説明申し上げます。 

 予算書の６１ページをご覧をいただきたいと思います。歳入歳出予算の総額でございます
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が、３億１，９３４万１，０００円でございます。 

 次に、６４ページの事項別明細書の１の総括をご覧ください。歳入につきましては、前年

度より２，７２５万８，０００円の増でございますが、この増は旧措置入所者の減と、入所

者の重度化によるもの、並びに養護と案分で耐震化事業債２，１９２万１，０００円の繰入

金によるものでございます。 

 続きしまて、６５ページの歳出につきましては、前年度より２，７２５万８，０００円の

増でございます。これにつきましては、建物老朽化に伴う工事関係並びに備品購入等の多く

の事業を計上したことによるものでございます。 

 歳入につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますので、説明を省略させていた

だきます。 

 次に、歳出についてご説明いたします。歳出につきましては、予算書の６９ページをお願

いします。１款民生費１項特別養護老人ホーム事業費について申し上げます。 

 １目施設総務費におきましては、総額２億３，５８１万８，０００円で、主には人件費関

係と、７１ページに記載してございますが、耐震診断委託料、耐震化工事分の繰出金が主な

ものでございます。なお、耐震診断委託料等は養護と案分で２，４３５万７，０００円計上

してございます。 

 ７１ページをお願いします。２目施設管理費につきましては、施設の管理運営にかかる費

用でございまして、総額１，７６６万３，０００円でございます。 

 ７５ページをご覧ください。施設設備整備事業としまして、養護と案分でエコキュートの

設備の借上料、またボイラーの老朽化、それと灯油価格の高騰に伴い、養護と案分で新たに

都市ガス専用のボイラー設備の借上料を計上いたしました。工事関係でございますが、廊下

等のシートがはがれているということで、施設利用者の安全と環境をよくするために、養護

と案分で床張りかえ工事及び玄関屋根の雨漏りの改修工事を計上いたしました。備品関係で

ございますが、養護と案分で、１台で多様な調理が可能なスチームコンベクションオーブン

１台と、老朽化に伴い看護室のエアコン１台の更新並びに利用者の重度化に伴い、大型の汚

物除去機１台などの購入を計上いたしました。 

 ７６ページをお願いいたします。３目施設生活費につきましては、施設利用者の施設での

生活にかかわる費用としまして、賄い材料費、光熱水費、燃料費など総額５，５１１万

１，０００円を計上いたしました。備品関係では、利用者の重度化に対応するため、電動

ベッド６台、それと、リクライニング車いす２台などの購入を計上してございます。 
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 ７７ページをお願いいたします、４目保健衛生費でございますが、総額１３７万

３，０００円で、医薬材料費、利用者の健康管理検査手数料等が主なものでございます。 

 続きまして、議案第５号 平成２０年度養護老人ホーム高社寮事業特別会計についてご説

明申し上げます。 

 予算書の８９ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額でございますが、１億

２，５５３万６，０００円でございます。 

 次に、９２ページ事項別明細書の１の総括をご覧ください。歳入につきましては、要支援

者の入所に伴いまして、特定施設利用者の人員減によりまして、１款の分担金及び負担金が

前年度より５８６万７，０００円の減でございます。なお、耐震化事業債の繰入金でござい

ますが、特養と案分で５０７万９，０００円でございます。 

 続きまして、９３ページの歳出でございますが、特養と同様に、工事関係の事業を計上し

たことによりまして、前年度より予算増となっておりますが、しかし、１９年７月に訪問介

護事業所を設置いたしましたので、他の外部施設委託介護サービスを実施いたしませんとい

うことで、前年度より総額で２，０１５万９，０００円の減でございます。 

 歳入につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますので、説明は省略させていた

だきます。 

 次に、歳出についてご説明いたします。歳出につきましては、９７ページをお願いします。

１款民生費１項養護老人ホーム事業費について申し上げます。 

 １目施設総務費におきましては、総額７，９９４万２，０００円で、主には人件費関係と、

９９ページに記載してございますが、特養と同様に耐震診断委託料、耐震化工事分の繰出金

が主なものでございます。なお、この耐震診断委託料等は特養と案分で５６４万

３，０００円計上してございます。 

 ９９ページをお願いします。２目施設管理費につきましては、施設の管理運営にかかる費

用で、総額７３８万８，０００円でございます。１０１ページをご覧ください。特養と同様

に、案分でエコキュート設備及び都市ガス専用のボイラー設備の借上料を計上してございま

す。１０２ページをお願いします。工事関係でございますが、特養と同様に案分で床張りか

え工事及び玄関屋根の雨漏りの改修工事を計上してございます。また、入所者の重度化に伴

いまして、居室２部屋について、畳からフローリングに改造する床改修工事を計上してござ

います。また、備品関係でございますが、特養と同様に案分でスチームコンベクションオー

ブンの購入を計上してございます。 
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 １０３ページをお願いします。３目の施設生活費につきましては、施設入所者の施設での

生活にかかる費用として、賄い材料費、光熱水費、燃料など総額３，６１７万４，０００円

計上いたしました。備品関係でございますが、老朽化に伴い全自動洗濯機１台を更新する購

入費を計上してございます。なお、予算額の減でございますが、先ほど説明したとおり、外

部施設への委託介護サービス事業の中止によるものでございます。 

 １０４ページをお願いいたします。４目保健衛生費でございますが、総額６９万

２，０００円で、医薬材料費、それと入所者の健康管理検査手数料等が主なものでございま

す。 

 なお、ただいま申し上げました概要につきましては、お手元の主要施策概要説明書の、特

養にあっては４ページ、養護にあっては５ページに記載してございますので、またご覧いた

だければと思います。 

 以上でございます。 

（千曲荘施設長 挙手） 

議長（山﨑一郎君） 続いて、それでは千曲荘施設長。 

千曲荘施設長（町井和夫君） 続きまして、議案第６号 特別養護老人ホーム千曲荘事業特別

会計につきましてご説明を申し上げます。 

 予算書の１１５ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は２億８，４０６万

４，０００円でございます。 

 次に、１１８ページ事項別明細書の１の総括をご覧ください。歳入歳出対前年比

２，６０６万４，０００円の増となっておりますが、養護からの職員の異動による人件費の

増及び起債償還金の繰上償還による支出増と、それに伴う基金繰入金の収入増が主な内容で

ございます。 

 歳入につきましては、今、申し上げたとおりでございますので、説明を省略させていただ

きます。 

 次に、歳出について説明を申し上げます。１２３ページをお願い申し上げます。１款の民

生費１項特別養護老人ホーム事業費について申し上げます。 

 １目の施設総務費でございますが、総額２億１，９７２万８，０００円でございまして、

主には嘱託職員１３名分の報酬、一般職員２４名分の給料等の職員の人件費関係と、

１２５ページにあります、２８節の平成２１年度に償還完了となります起債の繰上償還分を

含む繰出金が主なものでございます。対前年比では２，８１３万１，０００円の増加となっ
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ておりますが、この内容につきましては、嘱託職員１名、養護からの特養との共同業務職員

である調理、事務職員の業務量に応じた調整異動による一般職２名の人件費、その他異動等

に伴う前年度との比較の増額等で１，２９１万３，０００円、それから２８節の繰出金では、

平成２１年度までとなっております起債の繰上償還分として、１，５４７万２，０００円の

増額等が主な内容でございます。 

 １２５ページをお願い申し上げます。２目施設管理費でございますが、施設の修繕、設備

機器類の維持、保守点検の施設の管理運営にかかる必要でございますが、新たには

１２８ページでございますが、１４節の使用料では、養護と案分でエコキュート設備の借上

料、それから１５節の工事請負費では屋根の雨漏りなどの修繕のため、防水塗装工事費を計

上いたしました。また１８節の備品関係につきましては、老朽化によります調理器具の更新

としまして、養護と案分で食器保管庫の更新と、調理機器のスチームコンベクションオーブ

ンの購入費を計上いたしました。対前年比では２８８万９，０００円ほどの増加になってお

りますが、これらの事業に伴う増が主な内容でございます。 

 １２９ページをご覧いただきたいと思います。３目の施設生活費につきましては、施設利

用者の施設での生活にかかる費用でございますが、介護用品の計画的な更新を行うために、

１８節の備品関係では、電動ベッド、車いす、センサーマット等の購入を新たに計上をいた

しました。 

 続きしまて、１３０ページをご覧いただきたいと思います。４目の保健衛生費の関係でご

ざいますが、利用者の健康保持のための医薬材料費、入所者健康管理検査手数料等が主なも

のでございます。 

 続きしまて、議案第７号 養護老人ホーム千曲荘事業特別会計についてご説明を申し上げ

ます。 

 予算書の１４１ページをご覧いただきたいと思います。歳入歳出予算の総額は１億

２，２７０万４，０００円でございます。 

 次、１４４ページ事項別明細書、１の総括表をご覧いただきたいと思います。歳入歳出と

もに前年比２，９２９万６，０００円の減額となっておりますが、特養への職員の異動によ

ります人件費の減額及び入所者への介護サービスの外部委託中止による委託料の減額と、そ

れに伴う繰入金収入の減額が主な内容でございます。 

 歳入につきましては、今、申し上げたとおりでございますので、説明を省略させていただ

きます。 
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 次に、歳出について説明を申し上げます。歳出につきましては、予算書の１４９ページを

ご覧いただきたいと思います。１款の民生費１項の養護老人ホーム事業費について申し上げ

ます。 

 １目の施設総務費におきましては、総額７，０１５万６，０００円で、これにつきまして

は嘱託職員及び一般職員の人件費関係が主なものでございます。対前年比では１，１４１万

円の減額となっておりますが、この内容は特養への、特養事業の方で申し上げました一般職

３名の異動による人件費の減額等が主な内容でございます。 

 １５１ページをご覧いただきたいと思います。２目の施設管理費につきましては、施設の

修繕、設備機器の維持、保守点検等施設の管理運営にかかる費用としまして８３８万円を計

上いたしましたが、新たには１５３ページでございますが、１４節では特養と案分でエコ

キュート設備の借上料、それから１５節の工事費では入所者の身体状況低下に伴う生活環境

の改善を図るために、居室２室の改修等の住環境整備、それから利用者の生活用品の収納の

ためのプレハブの物置等の設置等を計上いたしました。１５４ページをお願いいたします。

１８節の備品購入費におきましては、特養と案分でやはり調理器具の保管庫の更新、それか

らスチームコンベクションオーブンの購入費を計上いたしました。 

 それから同ページでございますが、３目の施設生活費でございますが、利用者の施設での

生活にかかる費用を計上してございますが、エコキュート設備の設置に伴う燃料費の減額、

養護での訪問介護事業所立ち上げによる介護サービスの営業開始に伴いまして、外部事業所

へのサービス委託の中止によりまして２，２１９万１，０００円の減額等で、対前年比では

２，３３３万４，０００円の減額となってございます。 

 ４目保健衛生費でございますが、やはり入所者の健康保持のための医薬材料費等々の購入

経費が主なものでございます。 

 なお、ただいま申し上げました概要につきましては、主要施策概要説明書の６、７ページ

に記載してございますので、ご覧いただければと思います。 

 以上でございます。 

（いで湯の里施設長 挙手） 

議長（山﨑一郎君） 続いて、いで湯の里施設長。 

いで湯の里施設長（山岸元春君） 続きまして、議案第８号 平成２０年度特別養護老人ホー

ムいで湯の里事業特別会計についてご説明させていただきます。 

 予算書の１６５ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額は３億３，６２６万
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８，０００円でございます。 

 次に、１６８ページをお願いをいたします。事項別の１の総括をご覧いただきたいと思い

ます。歳入では１款の分担金及び負担金で、本年度予算額３億５７９万６，０００円で、前

年度比４９８万７，０００円の増額でございます。これは利用者の介護度の重度化に伴って

いるもの、それから平成１９年度の職員異動の関係で、栄養士が管理栄養士にかわりました。

こういった中で栄養ケアマネジメント加算などの増額が主なものでございます。 

 ２款財産収入では、前年度比１４万円の増額では、定期預金の利子が上がった分でござい

ます。 

 ４款繰入金につきましては、本年度予算額２，０８０万円は、施設を運営する中での財政

調整基金からの繰り入れを予定しまして、前年度比５２０万円を増額を予定しております。 

 ６款をお願いします。諸収入では、前年度比減額の１１万１，０００円は、入所者の要介

護度認定受託事業の関係で、前年度より再調査人員が少ないことと、雇用保険の関係で本人

負担掛金の率が下がったことなどでございます。 

 １６９ページをお願いをいたします。１款民生費の本年度予算額３億３，４４３万

３，０００円で、前年度比９５２万３，０００円の増額ですが、これは施設の工事及び備品

等の更新を予定するものが主な増額でございます。 

 ２款公債費では、５万円の増額は、施設運営に伴う借入金利子が上がったものでございま

して、予定するものでございます。 

 ３款諸支出金では、５３万５，０００円の増額、財政調整基金の積み立てを予定するもの

でございます。 

 ４款の予備費でございますが、予算額の統一をする中で、１００万円の減額を予定したも

のでございます。 

 それから、１７０ページから１７２ページの歳入につきましては、先ほど申し上げました

とおりでございますので、説明を省略させていただきます。 

 次に、歳出について説明を申し上げます。１７３ページをお願いをいたします。１款民生

費の１項特別養護老人ホーム事業費について申し上げます。 

 １目の施設総務費におきましては、嘱託職員１３名分の報酬、一般職員の２８名分の給料、

臨時職員分の賃金等の人件費関係で、２億２，７１０万９，０００円が主なものでございま

す。なお、臨時職員の中に新たに障害者雇用として、１名を本年計上をさせていただきたい

と思います。 
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 １７５ページ、２目施設管理費でございますが、施設一般管理事業といたしまして、

５４６万６，０００円を施設管理需用費等として計上をしたほか、施設設備整備事業の関係

で１７８ページ、使用料及び賃借料の欄の一番下でございますが、新たにエコキュート設備

の借上料１１０万９，０００円を、それから、その下にございます工事請負費の関係でござ

いますが、下水道管接続工事の関係で６０５万７，０００円、備品購入の関係では老朽化に

伴い故障が多く発生しておりまして更新の予定をするため、全自動洗濯機１台２１０万円、

乾燥機１台１２０万円、また調理器の関係では調理に使用しますスチームコンベクション

オーブン１台１４０万円の計上をさせていただきました。なお、施設の管理費では、今申し

上げました工事及び備品の関係では、前年度比９６７万９，０００円の増額を予定をしてお

ります。 

 １７９ページ、３目の施設生活費では、施設利用者の生活にかかる費用等で４，８０１万

５，０００円を計上いたしました。利用者の生活設備関係では、電動ベッド５台１１５万円、

リクライニング車いす１台１３万３，０００円などを計上をいたしました。これは利用者の

利便性を図るものでございます。 

 １８０ページをお願いします。４目保健衛生費の関係では、総額２０６万９，０００円を

医薬材料費、それから入所者の健康管理検査手数料等が主なものでございます。衛生設備関

係で吸引器１台２４万７，０００円を計上をいたしまいた。なお、保健衛生費の関係で前年

度比２５万３，０００円の増額は、吸引器の購入などによるものでございます。 

 なお、ただいま申し上げました概要につきましては、お手元の主要施策概要説明書の

８ページに記載してございますので、ご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

（菜の花苑施設長 挙手） 

議長（山﨑一郎君） 続いて、菜の花苑施設長。 

菜の花苑施設長（片塩義昭君） 続きまして、議案第９号 平成２０年度特別養護老人ホーム

菜の花苑事業特別会計につきましてご説明をいたします。 

 １９６ページをお願いいたします。歳入では分担金及び負担金で２億６，７７６万

７，０００円でございまして、前年度対比で３０３万６，０００円の増であります。この要

因につきましては、利用者の介護度の重度化によるものであります。 

 次に、歳出の概要についてご説明させていただきますので、１９９ページをお願いいたし

ます。１目総務費では、総額２億１，１３２万８，０００円で、これにつきましては一般職
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員２６名分、嘱託職員１４名分の人件費が主なものであります。前年度予算に対して減額の

要因につきましては、職員の減及び臨時職員賃金の減が主な要因でございます。 

 次に、２０１ページをお願いいたします。２目の施設管理費は、施設の管理運営にかかわ

る費用で、総額１，１９０万３，０００円を計上いたしました。２０４ページをお願いいた

します。１４節の使用料及び賃借料でご説明してありますエコキュートの設備の借上料を計

上いたしまして、１８節の備品購入費で施設管理用備品といたしまして、汚物除去機１台の

更新と、調理用器具のハイスピードプロセッサー１台を購入するものであります。 

 ２０５ページをお願いいたします。３目の施設生活費は、施設利用者の生活にかかる費用

で、総額５，２０７万８，０００円を計上いたしました。１８節の備品購入費では、介護用

備品として、エアマット２台、離床センサーマット２台を購入しまして、利用者の安全を図

るものであります。 

 ２０６ページをお願いいたします。４目の保健衛生費は総額１３１万２，０００円でござ

いまして、医薬材料費が主なものであります。１８節の備品購入費では、常時吸引を必要と

する利用者のため、小型吸引器２台を整備するものであります。 

 なお、ただいま申し上げました概要につきましては、お手元の主要施策の概要説明書の

９ページに記載してございますので、ご覧をいただければと思います。 

 以上でございます。 

（ふるさと苑施設長 挙手） 

議長（山﨑一郎君） 続いて、ふるさと苑施設長。 

ふるさと苑施設長（武田良平君） それでは、議案第１０号 平成２０年度特別養護老人ホー

ムふるさと苑事業特別会計につきまして、ご説明を申し上げます。 

 ２２２ページをお願いしたいと思います。歳入のうち負担金でございますけれども、２億

８，３９３万２，０００円、前年度比較３２８万８，０００円の増でありますが、これは介

護度の区分変更による増でございます。 

 次に、歳出をお願いしたいと思います。予算書の２２５ページをお願いしたいと思います。

１款民生費のうちの１項１目施設総務費でございますが、２億７，５０７万８，０００円で

ございます。主には嘱託職員の報酬、それから一般職員人件費でございます。 

 次に、２２７ページでありますが、２目施設管理費をお願いしたいと思いますが、施設の

管理運営にかかわる費用でございまして、総額１，０１４万１，０００円でございます。主

には需用費、委託料でございます。新規といたしまして、２３０ページ１４節の使用料の関
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係でエコキュートの設備借上料を新規に計上してございます。それから、１５節の工事請負

費では、コモンスペースへのエアコン設置工事費、それから静養室へのナースコール取りつ

け工事を計上をしてございます。 

 続きまして、２３１ページをお願いいたします。３目施設生活費でございますが、施設利

用者の生活にかかる費用として、総額４，８３６万６，０００円を計上いたしました。嘱託

医報酬、それから需用費などが主なものでございます。 

 次に、２３２ページをお願いいたします。４目の保健衛生費につきましては、総額

１５２万５，０００円でございます。医薬材料費、入所者健康管理検査委託料などでござい

ます。 

 ただいま申し上げました概要につきましては、お手元の主要施策概要説明書の１０ページ

に記載してございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

（事務局次長 挙手） 

議長（山﨑一郎君） それでは、事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 続きまして、議案第１１号 ふるさと市町村圏事業特別会計予算

についてご説明申し上げます。 

 ２４３ページをお願いします。歳入歳出総額はそれぞれ２，６７３万６，０００円でござ

います。 

 ２４７ページをお願いいたします。まず歳入の関係で、財産収入では基金の一部をより有

利な公共債での運用を始めまして、前年比２３１万円ほどの増になっております。 

 歳出では、２４９ページへ行っていただきまして、１款１項１目広域圏振興整備事業費

８９６万円でありますが、今年度から始める広域観光推進事業費として約５００万円を含め、

各種里づくり事業を計上いたしました。 

 続きまして、議案第１２号 公平委員会特別会計予算ですが、２５３ページをお願いいた

します。歳入歳出総額は１４０万円でございます。 

 歳入の関係では、２５７ページをお願いいたします。市町村等の分担金によりまして、

１４０万円でございます。 

 歳出では、２５９ページでございますが、１３６万８，０００円でございます。４回の定

例会と臨時会の運営費でございます。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 
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議長（山﨑一郎君） それでは、以上で事務局次長並びに各施設長の補足説明をいただきまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１６ 議案第１３号 北信広域連合監査委員の選任の同意について 

議長（山﨑一郎君） 続いて、日程第１６ 議案第１３号 監査委員の選任の同意についてを

議題といたします。 

 広域連合長から提案理由の説明を求めます。 

 青木広域連合長。 

（広域連合長 青木 一君 登壇） 

広域連合長（青木 一君） 議案第１３号 北信広域連合監査委員の選任の同意についてご説

明を申し上げます。 

 本案につきましては、現委員の金井義信氏の任期が、平成２０年４月２４日をもちまして

満了となります。後任の委員として、新たに平野英孝氏を選任したいので、議会の同意をお

願いするものであります。 

 なお平野氏は、岳北広域行政組合事務局長などを歴任されております。 

 よろしくご審議をお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１７ 議案第１４号 北信広域連合公平委員会委員の選任の同意について 

議長（山﨑一郎君） 続いて、日程第１７ 議案第１４号 公平委員会委員の選任の同意につ

いてを議題といたします。 

 広域連合長から提案理由の説明を求めます。 

 青木広域連合長。 

（広域連合長 青木 一君 登壇） 

広域連合長（青木 一君） 議案第１４号 北信広域連合公平委員会委員の選任の同意につい

てご説明を申し上げます。 

 本案につきましては、現委員の中山賢氏の任期が、平成２０年４月２４日をもちまして満

了となります。後任の委員として、再度、中山賢氏を選任したいので、議会の同意をお願い

するものであります。 

 よろしくご審議をお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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議長（山﨑一郎君） 以上で本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会といたします。大変ご苦労さまでした。 

 （散 会）      （午前１１時１３分） 
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平成２０年第１回北信広域連合議会定例会会議録（第２号） 

 

平成２０年２月１４日（木） 午前１０時開議 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 議事日程（第２号） 

 １ 議案質疑 

 ２ 一般質問 

 ３ 討論、採決 

 ４ 議第１号 北信広域連合選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

 ５ 議題２号 道路特定財源の堅持を求める意見書について 

 ６ 閉 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 ……… 議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員 次のとおり（２２名） 

  １番 尾 澤 正 功 議員  １２番 坂 原 シ モ 議員 

  ２番 荻 原   勉 議員  １３番 富 井 耕 一 議員 

  ３番 山 本 一二三 議員  １４番 武 田 貞 夫 議員 

  ４番 高 橋 正 治 議員  １５番 佐 藤 武 士 議員 

  ５番 林   紘 一 議員  １６番 竹 内 知 雄 議員 

  ６番 小 林 洋 之 議員  １７番 青 木 豊 一 議員 

  ７番 西 澤 忠 和 議員  １９番 久保田 三 代 議員 

  ８番 島 田 伯 昭 議員  ２０番 渡 邉   力 議員 

  ９番 西 條 豊 致 議員  ２１番 小 林 克 彦 議員 

 １０番 竹 内 卯太郎 議員  ２２番 武 田 典 一 議員 

 １１番 髙 木 尚 史 議員  ２３番 山 﨑 一 郎 議員 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欠席議員 次のとおり（１名） 

 １８番 藤 木 八十治 議員 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 次のとおり 

 事 務 局 長  青 木   正 主 査  西 田 幸 一 

 事務局次長補佐兼総務係長  石 川 保 文 主 査  宮 本 秀 一 

 保険福祉係長  養 田 昭 二  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 説明のため議場に出席した者の職氏名 次のとおり 

 広域連合長  青 木   一 幹    事  白 鳥 久 男 

 副広域連合長  石 田 正 人 幹    事  日 台 吉太郎 

 副広域連合長  竹 節 義 孝 幹    事  苅 和 速 雄 

 副広域連合長  芳 川 修 二 幹    事  齋 藤 家 富 

 副広域連合長  河 野 幹 男 事務局次長  関 谷 竹 志 

 副広域連合長  髙 橋 彦 芳 望岳荘施設長  山 田 吉 廣 

 副 管 理 者  小 林 貫 男 高社寮施設長  豊 田 洋 輔 

 監 査 委 員  金 井 義 信 千曲荘施設長  町 井 和 夫 

 会計管理者  豊 田 博 文 いで湯の里施設長  山 岸 元 春 

 幹    事  栗 原   満 菜の花苑施設長  片 塩 義 昭 

 幹    事  今清水 豊 治 ふるさと苑施設長  武 田 良 平 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （開 議）      （午前１０時００分） 

（開議に先立ち、青木事務局長が本日の出席議員数及び説明のために出席した者の職名を報

告する。） 

議長（山﨑一郎君） ただいま報告どおり、出席議員が定数に達しておりますから、本議会は

成立いたしました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第２号のとおりでありますから、

ご了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１ 議案質疑 

議長（山﨑一郎君） 日程第１ これより議案質疑を行います。 

 なお、発言に際しては、議案にかかわる質疑についてのみ願います。 
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 議案第１号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例案について願います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） ないようでございますので、次に、議案第２号 平成２０年度一般会計

予算について願います。質疑ございませんか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（山﨑一郎君） １５番、佐藤武士議員。 

１５番（佐藤武士君） それでは３点ばかり聞きたいと思います。 

 まず最初に、基金の関係なんですが、１８年度決算で望岳荘の基金残額が約４億

６，９００万、それで今年も基金積み立てが３００万、また特養の高社寮老人ホームにおき

ましては基金残高が約４億６，４００万円、今年は８３０万の基金積み立てということです

が、この基金の積み立ての目的と活用について、どんなふうにされるのか、その辺のところ

お伺いします。 

 それともう一つ、あと２点ですが、特養の運営に関しては、一つは会計の件で出ていて大

切なんですが、もう一つ利用者に対するサービス、そういうものがどのように行われている

かということについて大切だと思っておるんですが、そういう中で、運営基準の中に苦情窓

口の設置義務というのが規定されておるわけなんですが、それとあわせて第三者機関のいわ

ゆる評価も義務づけされておると思うんですが、その辺の状況はどうなっているのか。 

 ３点目としまして、先だっての説明の中で臨時職員の障害者の雇用ということが書かれて

いましたが、各事業所における障害者の雇用の実態、特に法律で義務化されておりますので、

その辺のところを踏まえてご説明願いたいと思います。 

議長（山﨑一郎君） ただいま、佐藤議員からのご質問につきましては、特別会計の方でござ

いますので、そちらのときの答弁でよろしいでしょうか。 

１５番（佐藤武士君） わかりました。 

議長（山﨑一郎君） それでは一般会計について、質疑ございませんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（山﨑一郎君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） 一般会計で、介護認定の問題についてちょっとお伺いしたいと思うん

ですが、介護認定につきまして、昨年度と今年度ですね、だから１８、１９の中で、認定の

状況がどういうふうにやはり変化し、なっているのか、ちょっとその点だけお伺いをしたい
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と思います。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） それでは、介護認定審査会の関係でのご質問でありますが、昨年

度は１年間で５，０２５件審査いたしました。今年は２月１３日までで４，４７４件審査し

てございます。年間１４４回という予定で会議の方を進めてございますが、今年は昨年より

件数も多くなるだろうというふうにも思われますし、５００件ぐらい多くなってきています。

傾向としますれば新規、あるいは区分変更、新規がふえているというような傾向にあるとい

うことであります。 

議長（山﨑一郎君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） 介護保険制度が変わりまして、支援あるいは要支援が変わってきてい

るわけですけれども、そこら辺の変化について、もしどのように掌握されているか、昨年度

とどういう変化があるのか、お伺いできればというふうに思います。 

 ちょっと私が調べてみますと、全体としては軽度の人たちは同様の、それほど変化がない

んですが、重度の方が減少しているというふうに見られるんですけれども、その辺どのよう

に判断されているか、お伺いしたいと思います。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 今年度からは木島平、野沢、栄村におきまして、支援の関係も安

定するようになりましたので、この部分はふえるだろうというふうには見ておりますが、今

のところ去年に比しては、そんなにそこの部分だけ突出しているということもないような気

がします。 

 それと、重度の方が減っているんじゃないかというようなことでありますが、まだ年度途

中で何とも言えませんが、確かに少ないような気はします。昨年１年間で介護４が６２７件、

介護５が６８６件、今年度２月現在で４が５１１、５が４１１ということですので、全体で

は昨年を下回るかなというような状況でございまして、ちょっとそこの辺までは済みません、

まだしてございません。 

議長（山﨑一郎君） 青木議員、よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） 質疑ないようでございますので、次に、議案第３号 平成２０年度特別

養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予算から、議案第７号 平成２０年度養護老人ホーム千
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曲荘事業特別会計予算までの５議案について願います。質疑ございませんでしょうか。 

 最初に、それじゃあ済みません、先ほどの佐藤議員に対する答弁、最初にお願いいたしま

す。 

 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 先ほど、佐藤議員の方からいただきました質疑でございます。 

 まず最初、基金の関係でありますが、基金は財政調整基金ということでございますので、

今後、急な出費でありますとか、建てかえ、あるいは改修というようなときに備えて、積ん

でいるというふうにご理解いただければよろしいかなあというふうに思います。 

 それと、利用者サービスの関係でありますが、第三者委員というような方に、各施設お願

いしておりまして、各施設２名ずつおります。民生委員さんですとか、そういったような方

にもお願いしておるわけでありますが、各施設では玄関等に、第三者委員の連絡先をポス

ター等で掲示しておりまして、そういったところへ、施設へ直接言いにくいようなことは

言ってくださいというような形になってございます。 

 で、昨年度ですが、１９年４月から２０年１月まででありますが、５件ほどございました。

おむつ交換の対応がよくないんじゃないかとか、会話する言葉遣いがよくないんじゃないか

というようなことを、ご意見をいただきまして、それらの面につきましては、家族等に状況

説明をして、ご理解をいただいているという状況でございます。 

 それと、障害者の雇用の関係でありますが、今年１９年は施設全体で７名の方お願いして

ございます。雇用率は全体で２．５％ということで、法定の２．１％はクリアできていると

いうことであります。で、２０年度では９人の方、お２人ふやして９人を予定してございま

して、雇用率は３．１％になる予定でございます。そのほか雇用という形ではないんですが、

障害者の職場の確保といいますか、そういった部分につきまして、高水福祉会の関係の方へ

清掃の業務委託みたいな形で、いで湯の里とふるさと苑で実施いたしてございます。 

 以上であります。 

議長（山﨑一郎君） １５番、佐藤武士議員。 

１５番（佐藤武士君） 今、基金については建てかえだとか、いざというときの対応のために

ということなんですが、望岳荘については４億６，０００万、これ最終的にはどの辺まで考

えておられるんですかね。例えば建てかえといいましてもね、最近では栄村のああいった民

間の活用というような中で、やはりその辺のところを想定しながらも、まずこの数字を無制

限に積み立てていくといったことが非常に気になるんですが、その辺のところ目標設定とい
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うのはどうなっているんでしょうか。 

 それともう１点、先ほどからの苦情窓口の話がありましたが、第三者機関からのいわゆる

そのサービスの評価というかね、山ノ内町では民間のＩＳＯに依頼して、いわゆるそのＩＳ

Ｏのサービスに対する、いわゆるその評価を得ながら、いわゆるそのサービスの充実に努め

ているわけなんですが、その辺のところはどんな実態になっているんでしょうか。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 最初に、基金の関係でありますが、どのぐらいという目標も特に

ございません。ただ、むやみやたらにといいますかね、むだ遣いしない、節減しながら、積

めるだけは積んでいくという、今のところはそういうことであります。 

 それと、第三者機関の評価ということでございますが、それについては、今実施いたして

ございません。質疑ですので、その程度でご容赦願いたいと思います。 

議長（山﨑一郎君） 佐藤議員、よろしいですか。 

 ほかに。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（山﨑一郎君） １１番、髙木尚史議員。 

１１番（髙木尚史君） １１番、高木尚史です。 

 それぞれの施設に共通するエコキュートについてお伺いをしたいわけです。連合長の提案

説明の中にもありましたように、このエコキュートの導入については、エコロジー、エコノ

ミー、あるいは灯油の削減等、三つの課題について提案がありました。そこで、まずこの借

り上げについて、どのような経過で、あるいは検討をして、こういう予算化をしたのかにつ

いてが、まず第１点です。 

 次に、この設備について、どの程度の規模の施設を借り上げるのか、あわせて耐用年数ど

のぐらいというふうに見込んで、この数字をはじき出したのか、お伺いをしたい。 

 ３点目は、いろいろと大型になればなるほど、いろんな機能を兼ね備えていますが、その

分金額は高くなるわけですけれども、給湯の範囲を、どの程度の給湯をするという計画で計

上しているのかということが３点目。 

 ４点目は、ちょっとまだわかりませんが、どのくらいの規模になるのかによるんですけれ

ども、いわば公共用地の中に民間施設がいわば建てられるわけですね。それを借り上げると

いうことなんですけれども、そうすると公共用地の中における民間施設に対する、いわば使

用料などを含めた、そういう問題が出てくるのではないかというふうに思いますけれども、
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そういう点でどういう検討も含めてされたのか。 

 以上についてお伺いします。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） エコキュートでありますが、昨今、テレビ等でもやっております

が、まず、その使い道でありますが、給湯用ということでございます。施設では入浴、厨房

というようなことで、大量のお湯を使うわけでございますが、主にそこの部分でございます。 

 それで規模でありますが、大きな施設はタンク３，０００リットルのものを三つ、望岳荘、

高社寮、千曲荘が三つ、そのほかの施設は３，０００リットルのタンクを二つというような

予定にしてございます。 

 それと、経過というようなことでございますが、昨今、大変灯油が高くなってございます。

で、私どもの方も何かうまい方法がないかというようなことで研究をしたりする中で、松本

の方の方からご提案がございまして、業者の方からご提案がございまして、お聞きしまする

と、業務用のエコキュートというのは、要するに特定の日本サーモエナーという会社のみが

販売できるというようなことで、そこの部分は、経産省からも補助金が出ているというよう

なことでございます。で、県内では２５０から２６０台ぐらい業務用で入っていると。で、

そこのサーモエナーの代理店でございますが、日本テスというのが松本の会社なんですけれ

ども、そこが９９％仲介しておるような状況だということでございます。 

 で、私どもの方でも施設へ設置しているところへ視察にも行かせていただきました。で、

試算等をしてみると、大変有利だというようなことで、新年度導入しようという計画をした

ということでございます。 

 で、借地といいますか、敷地内の使用料について、ちょっとそこまでまだ検討してないん

ですが、今のところまだちょっと考えていなということでございます。 

 よろしくお願いします。 

議長（山﨑一郎君） １１番、髙木尚史議員。 

１１番（髙木尚史君） おおよその大枠は見えたんですが、このエコキュートについては、国

の補助制度があります、確かにね、一般、業務用、既に１９年度はもう申し込みが締め切ら

れているはずですし、２０年度はこれから申請を受けつけるという状況になっているという

ふうに聞いています。そうすると、この全体の金額については、仮に補助申請が認められた

場合には、その補助申請の補助額ですね、そういうものをどういうことで見て、その予算化

をされているのか。現段階ではそれが不確定であるから、その部分は予算化をされていない
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のか、そのことが一つと。 

 それと、やっぱり公共用地に民間の施設が建つということは、やはりそこには貸借関係は

当然出てくるんではないかと思うんです。日本郵政公社ができて、ポスト１基でさえ、いわ

ば使用料をいただくという、いわば使用料条例なども、それぞれの自治体で改正をしている

ところもありますから、そういう点では借り上げをするということも含めて、きちんと対応

をしていかなければいけないんではないかというふうに思いますが、そのことについて改め

てお願いを、お聞きをしたいということと。 

 耐用年数について、ちょっとまだご答弁がございませんでしたが、この耐用年数というの

は大変大事なことだと思うんですね。仮に購入をした場合は、どの程度の金額になるのか、

あるいは耐用年数によって、この借上料を、例えば１０年なら１０年続けた場合に、どうい

う金額になるのかということも、比較の対象になるというふうに思います。 

 そして借り上げに際してどういう形で、例えば契約という形で行うのか、例えば入札、先

ほどでは１社しかないというふうにありましたけれども、そういった方策をどういうふうに

していくのかという、そういった事務的な手続も含めて、問題点があるのではないかと思い

ますが、その辺について、改めてご答弁をいただきたい。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 大変失礼いたしました。 

 耐用年数等の関係でございますが、私どもの方ではリースという形を考えてございまして、

５年リースと考えています。で、５年後、またさらに５年やるのか、値段は若干落ちますが、

やるのか、あるいはその時点で買い取りをするのか、あるいはそこでもうやめるのがという

ようなところで、とりあえず５年リースでということで考えてございます。 

 機械そのものの耐用年数ということになりますが、きっちりそこまでしっかり研究しては

ないんですが、基本的にリースですので、その辺でどういうふうにするのか、契約の中でう

たっていくということになると思うんですが、重大な過失がない限りは、リースでずっと

５年間は借りられるというふうになるはずだというふうに理解しております。細部はこれか

ら詰めるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 それと補助の関係でありますが、この補助というのは、私どもの方へ補助されるのではな

くて、何か業者の方へ入れているというようなことで、見積価格の方でも、そこのところも

う転嫁してあるということでございます。 

 それと貸借の関係についても、まだ話をしてないわけでありますが、その辺につきまして
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も、今後詰めていく中で、リース料で差し引きするのか、しっかりもらうのか、あるいはも

らわないのかというようなことも言及していくということになるかというふうに思います。 

議長（山﨑一郎君） １１番、髙木尚史議員。 

１１番（髙木尚史君） それでは最後に、それぞれこのエコキュートを借り上げることによっ

て、灯油の削減云々というような提案があったわけですが、経費的な効果として、どの程度

を見込んでおられるのか、お伺いをします。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 申しわけございません。お願いいたします。 

 ６施設全体でなんですが、５年リースで６施設で、施設借上料が年間ですが１，５９７万

円ほどになります。で、電力費が４９２万円、およそ約２，０００万かかるというような、

年間でかかるというような計算が出ています。 

 で、現在の灯油代ですが、これは試算したときには７１円で計算したんですが、６施設全

部で年間約１，０００キロリットル使います。７，２００万円ほどになるんですが、それを

導入後は６５０キロリットル、約４，６００万ぐらいになるんではないかというふうに試算

されるわけでございまして、その差が２，６００万、エコキュートの方が２，０００万円で

すので、その差額が約５００から６００万ぐらい軽減されるんじゃないかというふうに試算

されます。で、今灯油９０円ぐらいしているわけですが、９０円だとさらに大きい金額、

６００万とか７００万とかというような金額になっていくというふうに試算してございます。 

議長（山・一郎君） 髙木議員よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑ございませんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（山﨑一郎君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） 従来から、それぞれの施設における地産地消という方向をお伺いして

きたわけですけれども、賄い材料についてちょっとお伺いしたいんですが、賄い材料も燃料

もそうなんですけれども、かなり施設によりまして差が生じているというふうに思うわけで

すけれども、もちろん施設の大きさ等もあるんですが、あるいはまた寒暖の差もあるという

ようなことでありまして、全く機械的にものを考えているわけじゃありませんけれども、賄

い材料でいうと約年間１人２万円程度、４万近い差が生じているというふうに思うわけです。 

 そういう点で、もちろん私はそれぞれの地域における実情もありますから、機械的に一律

にはできないことは、よくわかるわけですけれども、その辺についてのお考えと、いわゆる
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地産地消、中野市の、失礼、連合管内の生産物、あるいは製造物が、食料が、どの程度やは

り活用されているのか、お伺いしたいというように思います。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 済みません、食材の関係でいただきましたが、介護保険になりま

してからは、お１人１日当たり幾らという形はないわけでありまして、食費としまして１日

１，３８０円ということは決まっているんですが、そのうち食材としてどのぐらい使えとい

うような状況にはないということでございますが、措置の時代から７８０円というようなこ

とで来ていますので、その数字をいまだに私どもで使ってございます。 

 予算においても、その数字で食数を掛けて予算を出してくれということで、各施設の方に

お願いしておるわけでございます。 

 で、各施設で、かなりそのばらつきがあるんではないかというお話しがございましたんで

すが、１８年度決算のところで私もちょっとやってみたんですが、一番、１日当たりの賄い

が低いところで７７７円、一番高いところで７９１円ということで、それほど差はないのか

なという認識でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

 で、先ほど地産地消の関係は、じゃあ各施設長の方から。 

議長（山﨑一郎君） 望岳荘施設長。 

望岳荘施設長（山田吉廣君） 望岳荘でありますけれども、私どものところは、お米を村の生

産者の方から直接いただいておる。それだけでございますけれども。 

議長（山﨑一郎君） 高社寮施設長。 

高社寮施設長（豊田洋輔君） 高社寮ですが、今のように、連合管内の生産物のその地域でと

れたものの活用ということになると、ちょっとわかりませんけれど、うちの方で中野、いわ

ゆる中野市外の業者からの流動食、水分ゼリー、栄養補助食品以外は、ほとんど中野の業者

の方から仕入れております。 

 以上でございます。 

議長（山﨑一郎君） 千曲荘施設長。 

千曲荘施設長（町井和夫君） 千曲荘でございますが、地元で産するものとすれば、米、菌茸

類、それから肉類ですね、鶏肉等は地元産ではないですけれども、そんなものが地元で産し

ている主なものを利用しております。あとは市内から、それぞれ日常利用しておりますみそ、

しょうゆ加工品、豆類の加工品等等々、これらも市内の業者さんから調達をしております。

特にこのみそ類、あるいは豆腐につきましても、国産大豆を利用しての品物を供給をいただ
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いておりまして、これからもそんな方向で、安全な食料の調達には努めていきたいというふ

うに考えています。 

 以上でございます。 

議長（山﨑一郎君） いで湯の里施設長。 

いで湯の里施設長（山岸元春君） いで湯の里でございますが、産地の、どこでつくられたか

というふうな部分としての調査まではしてございませんが、米類につきましては、山ノ内の

業者、野菜類、それから牛乳、肉類、魚類、それから調味料、ジュース類、こういった部分

につきましては、山ノ内の業者にお願いをしてございます。それから、みそ、しょうゆ類、

これにつきましては中野市の業者、それから砂糖類、こういったものにつきましては管外に

なってしまうんですが、長野市の業者というふうなことでございます。 

議長（山﨑一郎君） ふるさと苑施設長。 

ふるさと苑施設長（武田良平君） ふるさと苑でございますが、購入をしております業者は、

経管栄養食と疾患用の食費を除き、市外でありますが、それ以外は中野市と北信管内でござ

います。それで全部が地元かはわかりませんけれども、生鮮食品、それからみそ、しょうゆ、

それからめん類、お米、それらも管内、あるいは中野市の業者から購入をしてございます。 

 以上でございます。 

議長（山﨑一郎君） 菜の花苑施設長。 

菜の花苑施設長（片塩義昭君） やはり調理をいたします菜の花苑も、流動食、栄養補助食品

等におきましては専門業者になりますので、長野市の業者でありますけれども、そのほか米、

それからやはり肉、魚等につきましては、地元を中心とした、この広域管内から購入してお

ります。全体的には野沢温泉、それから飯山市が大部分でございます。 

 以上です。 

議長（山﨑一郎君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） ちょっと、私が先ほどの数値というのは、予算書に基づいて賄い材料

をいわゆる入居者の数で割ったわけですもんで、一生懸命で聞いたがちょっとわからないん

ですが、それぞれのところで地産地消の方向で努力をされているということは、前からもお

聞きしてわかるわけですけれども、ただ、例えば私が計算してみると、高社寮が年間１人で

すね、３１万７，０００円に対して、菜の花苑など３５万４，０００円を超えるというよう

なやはり計算に、機械的にやった場合になるわけですけれども、この辺、もちろん私も機械

的にものを考えるつもりはありませんけれども、今努力をされているような地産地消という
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方向を、一層やはり拡大をしていただきたいし、そうしてこそ、やはり地域との密接な関係

や経済効果も上がるし、また地域で生活され、頑張っておられる皆さん方への恩返しにもな

ると思いますので、そういう点を、ぜひよろしくお願いをしたいと。 

 もう１点は、今、餃子を中心とした輸入食品の問題が、大きな問題になっているわけです

けれども、管内の施設として、輸入食品についてのチェックは、使用状況等チェックがどの

ようになっているのか、その点のみお伺いいたします。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） お願いします。 

 単価のことでございますが、例えば菜の花苑の場合にはですね、隣の高齢者住宅の方へも

供給して、代金をいただいているというようなことがございまして、ちょっと食数が、入居

者と、あと短期の方も含めた数より、少し多くなっているために、そういうのを加味しない

で割っちゃうと、そうした高いものになるということはあるかというふうに思います。 

 ただ、積み上げだけは、１人７８０円で積み上げてございますので、一緒ですので、お願

いいたします。 

 それと、輸入食品の関係でありますが、このごろいろいろありまして、私どもの方で言わ

れています、国の、餃子の関係だけちょっと調べさせてもらったんですが、それは使っては

いないということは把握してございます。 

 以上でございます。 

議長（山﨑一郎君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） そういう状況ですから、じゃあいずれにいたしましても、もちろん輸

入カットということではありませんけれども、やはり最初にも地産地消の関係でお伺いした

ように、できるだけやはり近いところのものを、最大限やはり活用していただくという方向

で、今後、一層努力をいただきたいということをお願いして終わります。 

議長（山﨑一郎君） ほかに質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） ないようでございますので、次に、議案第８号 平成２０年度特別養護

老人ホームいで湯の里事業特別会計予算から、議案第１０号 平成２０年度特別養護老人

ホームふるさと苑事業特別会計予算までの３議案について願います。質疑ございませんで

しょうか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（山﨑一郎君） 特段ないようでございますので、次に、議案第１１号 平成２０年度ふ

るさと市町村圏事業特別会計予算から、議案第１２号 平成２０年度公平委員会特別会計予

算までの２議案について願います。質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） 特段ないようでございますので、次に、議案第１３号 監査委員の選任

の同意についてから、議案第１４号 公平委員会委員の選任の同意についてまでの２議案に

ついて願います。質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） ありませんようですので、以上で、議案質疑を終結いたしたいと思いま

す。 

 それでは、ここでしばらく休憩したいと思います。 

 （休 憩）      （午前１１時００分） 

 （再 開）      （午前１１時１０分） 

議長（山﨑一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２ 一般質問 

平成２０年第１回北信広域連合議会定例会一般質問発言順位表 

 

発言

順位 
件        名 

質 問 者 
答弁者 

議席 氏  名 

１ 

広域保健福祉推進委員会の検討状況及び職員の待遇

改善について 

１７ 青木豊一議員 広域連合長特別養護老人ホームフランセーズ悠さかえの実態と

協定書等の実行状況について 

消防の広域化計画について 

２ 

新・北信地域ふるさと市町村圏計画と、北信広域連

合広域計画（第２次）について 
１１ 高木尚史議員 広域連合長

ホームページの有効活用について 

広域消防計画について 
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議長（山﨑一郎君） 日程第２ これより一般質問を行います。 

 本定例会における一般質問の発言順位につきましては、お手元に配付してあります発言順

位表のとおりでありますから、ご了承願います。 

 順位１番、広域保健福祉推進委員会の検討状況及び職員の待遇改善について。特別養護老

人ホームフランセーズ悠さかえの実態と協定書等の実行状況について。消防の広域化計画に

ついて。１７番、青木豊一議員の発言を許します。 

 １７番、青木豊一議員。 

（１７番 青木豊一君 登壇） 

１７番（青木豊一君） １７番、青木豊一でございます。通告いたしました３件につきまして、

順次連合長に質問いたします。 

 前回も申し上げましたけれども、昨年の参議院選挙の結果は、政府・与党である自民・公

明が惨敗したその大もとは、弱肉強食の構造改革に対する国民と地方の反乱と言われていま

す。ところが反乱の側に立った地方自治体が、住民と一体に間違った政治を変える方向に進

むのではなく、共同の方向に立った住民に対し、今度は政府と同様の宗教を地域住民に押し

つける。これでどうして住民の理解が得られるでしょうか。 

 昨年末から新年にかけて、薬害肝炎の原告団の勝利は、国民と地方自治体に勇気と展望を

与えました。政府の悪政は主権在民と正義と道理、勇気を持って立ち向かえば、政府の思惑

を変えることができることを示しました。地方自治に携わるすべての人は、みずからの原点

と教訓に立った行動が、今強く求められております。 

 最初に、広域の保健福祉推進委員会の検討状況及び特別養護老人ホームの職員の待遇改善

について伺います。 

 具体的質問に入る前の諸問題は、地方自治法は地方公共団体の役割について、同法第１条

２項で、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本と明記しています。ところが本

連合の中心的業務の一つである特別養護老人ホームの運営について、保健福祉推進方策研究

結果の報告では、行政のスリム化を求めております。 

 これに対して連合長は、この研究結果について、行政のスリム化の名で、本連合の主要な

任務である特別養護老人ホームの事業から手を引く方向の民営化に突き進むものとされてお

ります。これでは本来の任務を放棄しようとするものにほかなりません。しかも、こういっ

た重要問題を議会に説明し、意見を聞くことなく、研究結果報告文書配付をもって、いきな
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り民営化推進の行政主導の研究会を立ち上げ、研究結果の具体化を図ろうされています。 

 議会挙げての、この研究結果の推進方向である民営化案をとめることを、ぜひ議会で私は

求めます。議会はもちろん地域住民の意見を聞いて、方向を決めることこそが、今、大事な

問題です。これに対して連合長は、研究会の結論に基づいて意見を求めるという、住民や議

会の意見をないがしろにし、行政主導の方法を主張してまいってきております。改めて研究

結果及び研究会のあり方を含め、今日までの検討状況についてお伺いいたします。 

 ２点、北信広域連合職員の待遇改善についてであります。これまで連合職員の正職員及び

非常勤職員の待遇改善を再三要望し、改善は逐次行われきましたことについては評価をしつ

つ、前議会でも質問や議案質疑で伺い、お答えはあるけれども、必ずしも十分なものではあ

りません。改めて改善を求めましたが、どのように改善されたのかお伺いします。 

 第２は、特別養護老人ホームフランセーズ悠さかえの実態と協定書の進捗状況について伺

います。 

 これまで再三、実態をお聞きしました。なぜこの問題が重要かといえば、公設民営化前と

公設民営化は、入居者はもちろんのこと、そこで働く労働者や、地域及び地方自治体のあり

方としてどうかが問われる問題だからであります。前回、私はフランセーズ悠さかえにおけ

る雇用や賃金実態、特に地元雇用が一定等々ありますけれども、その多くの皆さん方は嘱託

または臨時雇用、調理はミールケアに委託され、なおかつ正職員は２０数％しか占めないな

どの問題があること。また、１億数千万円の補助金を支出したのに、運営に対し意見の言え

るシステムが十分確立されていないことを指摘し、改善及び公表を求めました。 

 これに対して連合長は、実態を知り得る限り報告させてもらいますとお答えになりました

が、残念ながら現在まで何らの報告がありませんので、改めて実態を聞き、運営等への連合

の意見の反映が、どう改善されたかを伺います。 

 第３は、消防の広域化についてであます。この問題の原点は、消防組織法が明記している

ように、消防施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護し、水、

火災または地震等の災害を防除し、災害で起こる被害を軽減する上で、最も効果的であるか

どうかが大事な問題です。 

 国の消防広域化基本方針では、広域化によって消防本部の対応が低下するようなことが

あってはならないとしておりますが、果たして長野県の東北信と中南信、２カ所に対する方

針でありますけれども、これで住民の利益を守ることができるでしょうか。北信広域連合は

東北信に入り、栄村から佐久地方までの膨大な地域を一つとするものであり、冬期間比較的
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雪の少ない地域と、多いときには数メートルの豪雪地帯などの気象条件も大きく異なります。

また、毎年のように水害が発生する千曲川など沿線が多く自治体があるなど、さまざまな不

安要素があります。さらに火事や災害など、一朝有事の際に、常設消防とともに住民との協

働、協力が強く求められます。 

 こうした点からも、両者が最も効果的に連携し、被害を最小限に食いとめるために、市町

村単位の自治消防が基本原則となり、今日の広域消防も、応援協定などを通じて十分対応で

きると考えます。 

 特に今回の広域化は、これまで以上に市町村とは異なる広範囲な枠組みになり、住民の声

が的確に反映し、必要なチェックが働くのか、消防本部が市町村から遠く離れる、本部の指

令部に地理や条件が不案内な幹部などが結集し、しかも、広範で気象条件の異なるもとで、

大地震や河川及び豪雪など、それぞれの地域固有の問題に対して、機動的、的確、有効に対

応できるか、大きな問題です。 

 政府は平成の合併と同じように、自主的な広域化を強調していますが、消防についても広

域化を推し進めております。日本共産党の衆議院議員は、質問趣意書で政府の考え方をただ

したところ、市町村が期日までに広域化を行わなかった場合、不利益な扱いを受けることを

伴うものではない。また市町村は、国の基本方針や県の推進計画に拘束されるものではない

ことをはっきり約束させました。こうした上に立ち、広域化に対する連合長の見解及び住民

の不安に十分こたえられるものか。さらに連合管内６市町村の首長の意見集約が十分とられ

ているのかなどお伺いをして、最初の質問といたします。 

議長（山﨑一郎君） 青木広域連合長。 

（広域連合長 青木 一君 登壇） 

広域連合長（青木 一君） それでは、青木議員のご質問に対してお答えを申し上げます。 

 再度ちょうだいいたしました、言ってみれば広域保健福祉推進委員会の検討の状況及び職

員の待遇改善についてというご提案をちょうだいいたしました。 

 広域保健福祉推進委員会の検討状況のご質問の内容でございましたけれども、保健福祉推

進委員として、まず管内町村の保健福祉担当課長及び施設の代表者に、それぞれご委嘱を申

し上げまして、今日まで２回の委員会を開催してまいりました。推進委員会では、昨年度の

結果報告に基づきしまて、民営化も含め今後施設のあり方等について、近隣の広域連合の状

況等も視野に入れながら、課題等について検討を行っているところであります。 

 民営化をした場合の課題といたしましては、入所者の待遇及び職員の待遇問題や、施設整
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備の必要性、また、財政状況などが挙げられます。現在、施設運営がこのまま推移した場合

や、民営化した場合の施設の経営状況がどうなるのかなど、推進委員会で検討をしていると

ころであります。 

 また、県におきましては来年度、介護保険事業の支援計画の見直しが行われることになっ

ておりますので、国の介護保険制度等の動向も注視しながら、あらゆる角度から慎重に検討

を加え、よりよい方向性を具体化したいと考えております。 

 なお、正職員の比率でありますが、平成１９年度の比率で申し上げますと、約７０％とい

う状況であります。 

 また民間とのサービス水準でありますが、当連合におきましては、平成１７年度から職員

を民間施設等で研修をさせており、研修で得た経験、知識等、各施設の介護サービス向上に

反映すべく取り組んでいるところであります。 

 次に、介護職員の待遇改善についてでありますが、既にご承知のとおり、年々施設入所者

の介護度が重度化してきており、さらに各種多様な介護サービスや、現場対応が求められて

きているのが実情であます。こうした現状の中、少しでも介護職員の働きやすい、また入所

者のニーズにあった環境づくりを進めるため、まず１点目として、職員の配置体制において

はユニットケアとして、個々の望んでいる暮らしをサポートする個別ケア対応職員の配置、

また認知症等に対応するための職員の配置をしております。 

 二つ目といたしましては、施設整備面においてでありますが、介護ベッドの充実や、吸引

器をふやすなどの備品の充実を図るとともに、下水道設置やスロープの増設等、施設改修も

行っており、入所者においては安全で快適な空間で生活のできるよう、職員は身体の負担を

なるべく軽減できるよう、改善に努めているところであります。 

 三つ目といたしましては、福利厚生面でありますが、職員が年休を取得しやすい体制づく

りのため、年休対応として嘱託職員を１名各施設に配置しており、年休の取得状況もふえて

きております。また健康診断につきましても、嘱託職員の一般健診分は無料で受診できるよ

う対応をしております。 

 ４点目でありますが、嘱託職員の報酬額でありますが、介護資格を有する者の報酬額の引

き上げを、昨年度から実施をしており、また平成２０年度からは職能給として報酬額の改定

を行う予定にしております。今後も引き続き勤務条件の改善を初め、職場環境の整備等働き

やすい職場づくりを注意して、財政的に厳しいものはありますけれども、限られた予算の範

囲内でご理解をいただき、待遇改善に努めてまいりたいと考えております。 
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 次に、２点目でありますが、特別養護老人ホームフランセーズ悠さかえの実態と協定書等

の実行状況についてというご質問であります。 

 平成１９年１２月末現在の入所状況につきましては、定員７０人のうち管内からの入所者

は６２名と報告をいただいております。また、入所待機者につきましては６７名でありまし

て、そのうち管内在住者は４１名とのことであります。 

 なお、フランセーズ悠さかえの入所者及び待機者の市町村別状況につきましては、このあ

と事務局次長の方から説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、平成１５年に締結いたしました協定書に基づく居住費等の減免につきましては、月

額５，２００円の減免を行っております。また管内の入所希望者を優先させるため、入所状

況につきまして、随時報告をいただいているところであります。 

 次に、給食委託にかかわる地元食材の利用等の実態はどうかとのご質問でありますが、調

理部門は外部委託をしており、その食材のうち米、野菜、パン、牛乳は栄村を含め管内から

の調達であり、肉、魚類の食材につきましては、今のところ管外から調達しているとのこと

であります。 

 次に、民間施設運営に具体的にかかわっていること、及び懇談会の内容等のご質問であり

ますが、昨年９月に例年開催しております管内施設の嘱託医師との懇談会に、私も含めてフ

ランセーズ悠さかえからも嘱託医の先生及び施設長、看護師の方にもご出席をいただき、入

所者の状況や運営状況等について報告をいただいたところであります。 

 また１２月に事務局レベルの懇談会も開催し、入所者の状況、利用者負担金、食材の調達、

職員配置等、運営全般についての情報交換を行ったところであります。 

 いずれにいたしましても改善はされてきておりますが、今後も定期的に懇談会等を通じて、

食材の管内調達、管内入所者の配慮及び利用者の負担抑制等、引き続きお願いをしていきた

いと思っております。 

 次に、最後の質問でありますが、消防の広域化計画についてちょうだいいたしました。 

 先ごろ、県の消防広域化推進計画が出されまして、本計画の策定に当たっては、各消防本

部を運営する団体を通じて、各市町村の意見を聞いた上で策定されたということであります。

岳南、岳北両組合から出した意見も拝見させていただきました。それぞれ課題、意見を記し

ていますが、ともに広域化の必要性は認め、県の推進計画どおりの２本部体制を中心とし、

広域連合は消防の広域化研究が規約にも盛られており、過去にも北信広域圏内の広域化を研

究してきた経過もありますが、当時とは時代も変わりまして、交通事情等大幅に進展した現
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在、両組合及び構成市町村が、今回の県の計画どおりの方向を望んでいるとするならば、そ

の方向で実現することが一番いいことではないかと考えております。 

 現在は県が主導し、準備を進めておりますが、その動向を見つめながら、連合としての役

割があれば、果たしていきたいと考えております。 

 以上であります。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 連合長答弁に補足いたしまして、フランセーズ悠さかえの１９年

１２月末現在の入所者及び待機者の市町村別状況につきましてご説明申し上げます。 

 最初に、入所者の関係でありますが、中野市１７人、飯山市１６人、山ノ内町１人、木島

平村１人、野沢温泉村３人、栄村２４人、合計６２人でございます。 

 待機者でございますが、中野市１１人、飯山市１０人、山ノ内町２人、木島平村３人、野

沢温泉村３人、栄村１２人、合計４１名ということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

議長（山﨑一郎君） 青木議員、再質問はありますか。 

 １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） それでは、自席で質問をしたいというふうに思います。 

 先ほど連合長の答弁で、最初に北信地域福祉計画の研究会についてお伺いしたいと思いま

すけれども、先ほど連合長のお答えでは、いわゆる民間、民営化を含めて検討したいという

ことであります。しかし、この民営化が、先ほどもちょっと答弁があったかと思うんですけ

れども、なぜそれが必要なのかと、その部分は結局研究委員会の言ったことで、研究結果に

よるものでしかありません。 

 しかし、この研究委員会が調査をしたところでも、研究委員会というか、資料として研究

会に出されたものを見ましても、例えば、介護職員については全国平均が３．８で、連合が

３．６、県内法人が３．６１という、ほぼ同数のようになっているわけですが、先ほどとい

うか、例えば管内のフランセーズ悠の場合を見ますと、確かに職員の数はそうなっています

が、圧倒的にはこの非正規職員が占めると。こういうふうな状況になっているわけですね。 

 また、その結果、人件費はどういうふうになるかと見ますと、全国平均が５７．４に対し

て、連合の方は６３．３、県内の法人は５５．０というふうに、明らかにそこで働く人たち

の犠牲の上に経営が成り立っているということが、非常に顕著に出ているわけです。 

 さらに、この給食材料費についてみますと、全国平均が７．３、管内が７．３、これに対
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して県内の老人施設は何と３．４％と、こういうふうなやはりこの実態を見たときにですね、

この雇用の面でも、そしてまた食の安全から見ても、このいわゆる民間がですね、利用者の

安全と安心を保障するものではないと、こういうふうに言えるというふうに思うわけです。 

 そういう点で、前回の答弁でも、このスリム化ということは非常に連合長は積極的に評価

をされているわけですけれども、こういうこの行政のスリム化というのは、最初言いました

ように、行政の原点という側面からも、そしてまた特別養護老人ホームというこの施設の目

的から見ても、利用者の皆さん方にとっても、決して安全を提供するというものではないと

いうふうに判断できるわけです。 

 さらに、その雇用の面でも、国会でも問題になっているわけですけれども、この行政その

ものが正規雇用を確保すると、いわゆる雇用の安定化の方向ではなくて、雇用の不安定化に

行政が一緒になって手を貸していると。それはもちろん最初にも申し上げましたように、国

は三位一体だとか、措置制度を外してしまうとか、こういうやはりことから来るその行政の

財政の圧迫という問題も、もちろんあるわけです。 

 しかし、先ほども申し上げましたように、これをそのまま受け入れていくとどうなるかと

いうと、弱者はますます弱者になり、そして生活も老後も保障されないと、こういうことに

なってしまうと思うわけでありますが、それでもこの民営化の方向を進めていかなければな

らないのかどうかが１点。 

 そして、またこの研究会の出された報告書を、正副連合長として研究会とは別に、どうい

うふうなやはり検討をされて、研究会に何を研究し、どういう方向や研究結果を求めようと

されているのかどうか。 

 これまでの答弁で言うと、結果的にこの研究会というのは、報告書が出した方向に沿って

研究会が組織され、今運営されているというのが実態だと思うんです。その意味で、この私

は改めてこの連合の正副連合長の段階で、この研究会の報告に対して、どういうやはり議論

を出されて、その結果として、研究会に何を求めようとされているのか。この点について改

めてお伺いをしたいというふうに思います。 

 それから、労働者の改善については、一定の前進もあるわけですけれども、例えば結果的

に嘱託職員がおいでになりますから、そうした人たちへの昇給等について、やや特別な昇給

を連合としては認めているわけですけれども、そういう点について、どう具体化されるのか

お伺いしたいと思います。 

 続きまして、特別養護老人ホームフランセーズ悠さかえについてでありますけれども、い
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わゆる最初にも伺ったように、フランセーズ悠の雇用条件について、連合長は前回の会議の

ときに、その実態を連合議会に報告するというふうに約束されたわけです。しかし、今お答

えにあったものは、そのことは全くなくて、この協定書の内容の一部を報告されただけです

ね。 

 やはり、このフランセーズ悠さかえのその雇用実態や、あるいは賃金体系など、こういう

ような問題についてどのようにやはり掌握され、そして、まさにこの非正規雇用の人たちが

主たるその業務を行っていると、こういうことで私たちの住民がそこを利用することが、果

たして安心と幸せを提供できるのか、このことについて、正確な実態と、あわせてそのお考

えをお伺いしたいというふうに思います。 

 しかも、協定書にはなかったわけですけれども、先ほども答えられましたように、厨房に

ついてはミールケアに丸投げをされていると、こういうことは、本来そういうことは一度と

して、このフランセーズ悠さかえを建設する過程の中ではあり得なかったことなんです。こ

ういうふうなものがどの時点で知り、調べ、どういう話し合いを持ってこれを認められたの

かどうか。このことについて改めてお伺いをしたいというふうに思います。 

 それから、この消防の問題についてですけれども、県の危機管理局でも消防の広域化にか

かる消防職員のアンケートを実施されておりますけれども、確かに全体として必要、あるい

はどちらかといえば必要という判断ですけれども、同時に、いろいろな地域から本部に来ら

れますから、そこにおけるこの一番多いのは地理が不案内になる、あるいはその消防団と防

災関係部局との連携に疑問を持つとか、あるいは人との関係についても言われているわけで

すけれども、こういうやはりこの最も瞬時を争う、こういうところで、こういうことを残し

たまま進むことが、果たしてこの住民の皆さん方の生命と財産を守る上で、本当にやはり役

立つのかどうか。 

 ここは、やはりそれぞれ二つの消防組合があるわけですけれども、そういう範囲で、もち

ろんおやりになることも結構ですけれども、しかし、この長野県の最北端に位置している私

たちが、もっとこの問題について連合としてのやはり、この連合としてですね、一層やはり

本格的に調査研究し、住民の意見を汲むべきだと思うんですが、以上の点についてお伺いい

たします。 

議長（山﨑一郎君） 青木広域連合長。 

広域連合長（青木 一君） 何点かちょうだいをいたしましたが、特に最初の方の問題、連合

としての政策的なご質問、根本的なご質問もございましたので、そちらは私の方から答弁さ
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せていただきまして、また残りは次長の方からということで、役割分担をさせていただきた

いと思います。 

 連合としての主要事業の福祉事業を、そういう表現をお使いなされましたけれども、確か

に現状におきましては、主要事業として取り組んでいるわけであります。で、ありますから、

まさに主要でありますから、大切な事業であり、これからさらにその充実に向けて、私ども

一体となって頑張っていかなきゃいけないわけでありますが、研究会に、研究のある程度の

ものを大枠をゆだねて、それを一つの目安にしながら、最終決定、最終の方向を決めていく

という方針をしてきたわけでありますけれども、その研究会で出た一つの方針を崩さずに、

細部を決めていくということを申し上げたつもりではないんでありまして、あくまでも民間

委託も一つの視野に入れながら、選択肢の一つにしながら、よかれと思う方向に決めていく

ということで申し上げたつもりであります。 

 私どもが今現在の足もとの問題をよく見てですね、逆に今の現状の中での運営ということ

だけを中心に、ものの見方を決定してしまいましたら、それこそ１０年先、２０年先、それ

どころか４０年、５０年先の、この地域全体で行う仕事の中身的なものが、間違ってしまう

ような気がしておりますので、実は私どもの検討の中では、研究会でいただかなかった部分

で、事務局レベルで、正直申し上げまして、３０年、５０年先の数字までチェックをしなが

ら、今どういう判断をすべきだということを検討しているところであります。 

 それから、議員が心配をしているこれは事務局なり幹事会なりそういったところだけの研

究なのかというご心配が出たわけでありますけれども、随時正副連合長会を開く中におきま

して、この議題を取り上げまして、それぞれその時点で把握している数字的な結果を報告さ

せていただきながら、そろそろ２歩進んで１歩下がる、３歩進んで２歩下がるような関係で

もってですね、ちょっとあやふやかもしれませんけれども、正副連合長とも会議を進めてい

るところであります。 

 実は、ある程度の今数字では、今ちょっとまとめつつあるものでありますから、私の方か

ら正副連合長の方に、もうちょっと資料を煮詰めた段階で、会議を求めるよう、会議を開く

よう、事務局の方にも指示を出したところでもあります。 

 そんなことでありますので、私が申し上げたいのは、決して効率性だけを考えて、これか

らのものを考えるわけでもなく、中にはその数字の追究プラス待機者がどのくらいいらっ

しゃるのか、私どものこれからの将来のことといいますか、これから先、今でさえも大分高

齢化が進んでおり、元気なお年寄りもふえているわけであますけれども、元気なお年寄りは
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こういった施設に入所していただくようにならんともいえないわけでありますから、そう

いった方々がこれからどんどんふえる時代に向かうわけであります。 

 そういった方々の介護を考えながらも、今の６施設でも間に合うのか、さらなる連合とし

ての新たな施設でやっていかなきゃいけないのか等も含めて、これも選択肢の一つであり、

在宅介護それらも、そういうことも含めて検討中でありますので、決して民間にゆだねた研

究会の報告を、その計画の云々のことをもって、それに沿って研究を進めているわけではな

いということは、ご理解をいただきたいと思います。 

 後の質問は、次長の方からさせます。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） それではお願いいたします。 

 最初に、嘱託職員の昇給の関係でございますが、先ごろ新聞で、東京の方でちょっと問題

があったようでございまして、平成２０年度ではですね、人事院勧告がございます、その関

係のベースアップ分で３５９万円予定しております。それと昇給ということで、この職能に

基づいた形で上げていくというようなことを予定しておるわけでございます。その分が

３２３万円ほど予定してございます。半数ほどになろうかと思いますが、お願いいたします。 

 それと、フランセーズの関係ですが、フランセーズの雇用実態についてということで、合

計フランセーズでは５８人の方が採用されているということで、そのうち正規が２３人とい

うことでございます。非正規が１６人、パートが１９人ということであります。 

 それと、その賃金体系でございますが、フランセーズ悠さかえ平均給料額が１９万

３，２７４円ということであります。平均年齢３３．１歳、平均手当分が４万４，８５２円、

賞与が４．０カ月というふうな格好になっておりますが、この辺のところをちょっと連合と

比較してみますと、給料が低いんですが、うちの方の平均年齢は３８．８歳であったり、連

合の職員は、もう勤務年数が１３、４年が平均になりますので、フランセーズはまだ１年と

いうことでございます。その辺からも差が出ているということでありますが、その辺を考慮

すると、それほど差はないのかなあというふうな感じはいたしております。 

 嘱託職員につきましては、平均報酬額フランセーズが１５万２，４８６円、広域が１５万

３，９０９円ということでございますので、ほぼ条件的には一緒かなと。賞与の関係では、

フランセーズの方は２カ月ですが、私ども１．５カ月ですので、フランセーズの方が有利か

なというふうなことでございます。 

 それと、ミールケアへの委託について、どのように認めたのかというようなことでござい
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ますが、その辺の細かい話を聞いたのは、特にあったわけではないということになっており

まして、こういう計画であるというようなことで、博悠会の方からお聞きいたしたときに、

ミールケアさんの方は現実的に、今この辺の福祉施設で業務を請け負って立派にやっておら

れるというふうな話を聞いておりますので、それはそれでいいのかなということで、特に問

題にはしなかったということでございます。 

 それと消防の関係で、連合として積極的に調査研究すべきではないかというようなお話も

あったわけですが、この辺について、各組合がそれぞれ取り組んでございますし、内容的に

もよく各組合が承知しておるかと思いますが、その辺はそれぞれの組合にゆだねるのがよろ

しいのかなというふうに考えております。 

 よろしくお願いします。 

議長（山﨑一郎君） 青木議員、３回目の質問ございますか。 

 １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） それでは、継続でお伺いしたいと思うんですけれども、先ほど連合長

から、民営化ありきではないということのようでありますけれども、いずれにいたしまして

も、待機者も一定程度おいででありますから、施設そのものがやはり不足していることは、

これは否定できないことだと思うんですよね。同時に、そこへ入居された皆さん方が、やは

り安心と幸せを、行政として責任を持っているかどうかということは、やはり単に行政のス

リム化という問題ではなくて、基本におけるこの行政の姿勢にかかわる大事な問題だという

ふうに思うわけであります。 

 そういう点で、先ほども申し上げましたように、民間が決定的にいろいろな面でプラスに

なるかというと、むしろやはり先ほどフランセーズ悠さかえのことについて、賃金体系につ

いてお話があったんですけれども、これは低年齢の状況でありますし、先ほども申し上げま

したように、お答えがあったように、多くは非正規雇用の状況にあると。それがたまたま正

規職員と嘱託職員を取り上げた場合に、そういう数値になっているだけであって、これを

もって待遇が変わらないということじゃ行かないわけであります。 

 そういう点で、ぜひこのお答えにもありましたように、施設の増が避けがたいことだと私

は思います。そのことを含め、最低限やはり今ある施設については、民営化の方向ではなく

て、やはり行政がしっかりと、長い間地域を支えてこられたお年寄りをやはり守っていくと、

こういう立場で検討を、結論を出していく方向でやっていただきたいということを強くお願

いしておきたいというふうに思います。 
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 それから、フランセーズ悠さかえについてでありますけれども、いずれにいたしましても、

補助金を出していることでありますから、今お答えがあったことはもちろんのこと、やはり

決算なんかもね、毎年度の決算についても、しっかり報告を求めるというふうにして、私た

ちが地域の皆さん方に責任ある報告ができるようにしていただくということが大事な問題だ

というふうに思いますので、そのことを要望しておきたいというふうに思います。 

 それから、広域の問題についてでありますけれども、もちろん私も二つの消防の組合があ

ることは十分承知しているわけですけれども、しかし、やはり連合という組織があるならば、

この北信広域連合として、やはり別々な組合で、今日こうやってやれば、二つの組合の組合

長が顔をそろえるわけですね。それをあえて別々に離してやっていくのではなくて、やはり

幾つもの共通事項というのがあると思いますし、先ほど申し上げましたように、この北信広

域圏は、他とは大分違った特殊事情が幾つもあると思うんです。そういう点について、やは

りこの本当に県内を二つにするものでいいのかどうか、この辺を含めて、ぜひ検討をお願い

したいというふうに思います。 

 以上であります。 

議長（山﨑一郎君） 青木広域連合長。 

広域連合長（青木 一君） 行政の責任はどこにあるのかということで、その観点からご質問

をおっしゃいましたが、施設も今現在、入所者の皆さん方に安心と幸せを与える、また順番

を待っている方々にも、将来の展望が明るく見出せるような、そんなものが行政の責任だと

いうふうにおっしゃっておるように私は解釈いたしましたが、私どもがこういった事業をし

ていくのに、特に主要な事業をしていくのに、効率性を求めるのは、今現在ではだんだん苦

しいからということで、効率性を求めるのではなく、主要な事業というふうに認識している

からこそ、さらにしっかりしないと、この先ずうっと継続して責任を持ってしていくという

安心感を、地域の皆さんに与えるとともに、しかも、さらなる福祉の向上を目指して広域連

合として頑張っているんだという姿勢を示すために、今のある程度の財政的な効率性を求め

ることは、普通ではないかという、許されるべきと考えているわけであります。 

 特にこういった連合体は、それぞれの構成市町村からの負担金で成り立っているわけであ

りますから、無尽蔵にその負担金がちょうだいできるわけじゃないわけでありますから、負

担金も今現在で許される、いただいている範囲の中でするためには、効率性を求めるのは、

これはもう当然その責任として考えているわけであります。ですから、要望は要望として受

けとめておきますけれども、そういった意味での、そういった観点での民間になるというこ
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とも、選択肢の一つであろうということも、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 岳南、岳北それぞれの組合長として、また立場は違えども、市長という立場でも、幾度と

なくお行き会いする機会があるわけであります。要は岳南、岳北の消防組合のことについて

話し合いましょうというような、そういったものは、私ども行き会うたびに、一番最新の県

内情報を注視しながら、さあ、どうすべえという話は、もういろいろなところからもしてき

たわけでありますから、意思の疎通は正副連合長ともしっかり進んでいるというふうにご理

解をいただきたいと思います。 

議長（山﨑一郎君） 以上をもちまして、青木豊一議員の質問を終結いたします。 

 ここで昼食のため、午後１時１０分まで休憩といたします。 

 （休 憩）      （午後 ０時１０分） 

 （再 開）      （午後 １時１０分） 

議長（山﨑一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 順位２番、新・北信地域ふるさと市町村圏計画と、北信広域連合広域計画（第２次）につ

いて。ホームページの有効活用について。広域消防計画について。１１番、髙木尚史議員の

発言を許します。 

 １１番、髙木尚史議員。 

（１１番 髙木尚史君 登壇） 

１１番（髙木尚史君） １１番、髙木尚史です。通告をいたしました３件にわたって質問をし

いと思います。 

 最初に、新・北信地域ふるさと市町村圏計画と、北信広域連合広域計画（第２次）につい

てであります。 

 北信広域連合では、ご承知のように基本構想に始まり、基本計画、実施計画に基づいて各

種事業が展開をされております。新・北信地域ふるさと市町村圏計画基本計画の後期計画は、

平成１８年度までとされていたものを、新たに平成１９年度から２２年度の期間を定めて、

課題と重点的取り組みについて機関認証をしております。また、北信広域連合広域計画第

２次計画は、平成１７年度から２１年度までの期間を定めて、各種事業の施策を定めており

ます。 

 そして、これらに基づいて、この間、広域保健福祉推進方策研究結果報告書、広域観光推

進研究結果報告書、そして広域観光ワーキンググループ事業検討結果報告書が相次いで報告
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をされました。 

 例えば、介護を取り巻く環境は施設利用者や介護労働者の確保を含め、引き続き大きく変

化をしてきております。今後、この事業分野にも、財政問題を含めて解決していかなければ

ならない課題が山積しております。 

 そこで、まず後期基本計画と広域計画の取り組みと対応についてお伺いをいたします。 

 また、冒頭に申し上げましたように、基本となる後期基本計画と広域計画の最終年度の相

違があるわけですが、統一年度とする考えがおありかどうか、お伺いをいたします。仮に統

一を考えた場合に、計画の見直しと同時に、どちらの計画年次を見直すかによって、計画の

前倒し、または１年先送りのいずれかを選択することになりますが、策定についての考えに

ついてお伺いをいたします。 

 次に、実施計画についてであります。実施計画は３年の期間で毎年ローリングすることに

なっています。しかし、この実施計画については、あまり目にする機会がありません。そこ

で実施計画の策定状況と公表はどのようになっているのか、お伺いをいたします。 

 次に、各種の研究結果報告書が出されていますが、特に保健福祉推進方策研究結果報告書

についてですが、報告書の内容については、多くの問題点があると私は認識をしていますが、

基本的な部分については、さきの議会で質問をいたしましたが、財政的な面での議論が不十

分であったと思います。先ほどの答弁で連合長は、民営化も視野に入れながら３０年、

５０年後を見通して検討をしていくというふうにありましたが、施設運営と財政見通しをど

のように試算をされているのか、お伺いをいたします。 

 次に、広域的な新たな課題として、医師確保対策や公共交通対策が挙げられます。信南交

通の路線バスからの撤退や、アルピコグループの路線バス問題など、さまざまな課題が出て

きております。各自治体でもさまざまな政策や財政支出をして対応しております。さらに長

野県でも新たな政策提起をしております。自治体単独では解決できない問題でもあります。 

 そこで、広域連合として新たな課題となっている医師確保対策と公共交通対策について、

どのように対応をしていくのかお伺いをいたします。 

 続いて、ホームページの有効活用についてお伺いをいたします。 

 冒頭でも申し上げましたが、広域観光推進事業報告書がまとめられ、その具体化について

であり、報告書でも取り上げられているように、北信州らぐらぐ倶楽部のホームページの活

用状況は際立っているとは思えません。したがって、リニューアルについて触れています。

そこで、その具体化と委託効果はどのようにお考えになっているのか、お伺いをいたします。 
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 次に、各施設のホームページの活用についてであります。それぞれの施設のホームページ

は、立ち上げてからその後の更新状況は余りされていないように見受けられます。連合長も

ご覧になっておられると思いますが、現行のホームページについての所見をお伺いをいたし

ます。また、リニューアルと更新対応をどのように取り組むお考えか、お伺いをいたします。 

 次に、広域連合本体のホームページについてであります。それぞれの自治体のホームペー

ジとは違って、広域連合にアクセスする人は少ないものの、魅力あるものにしなければなら

ないと同時に、情報開示の手段として開設していくことが必要で、広域連合のホームページ

の活用と、財政状況の公表など、可能な情報提供を進めていくべきであるというふうに思い

ますが、どのようにお考えかお伺いをいたします。 

 最後に、広域消防計画についてであります。先ほども質問がございましたから、簡潔に、

既に県の消防広域化推進計画が公表されましたので、連合長の所見をお伺いをし、また広域

連合として、今後の対応をどのように進めていくお考えかお伺いをし、質問といたします。 

議長（山﨑一郎君） 青木広域連合長。 

（広域連合長 青木 一君 登壇） 

広域連合長（青木 一君） それでは、髙木議員の質問に順次お答えを申し上げます。 

 まず、広域計画について申し上げさせていただきます。本計画は地方自治法の規定により

まして、広域連合の設置に伴い、議会の議決を経て策定されねばならないこととなっており

まして、ご承知のとおり平成１２年度に当広域連合が設立されたことに伴い、広域計画が策

定されました。現在は広域計画第２次として運用をしているところであります。 

 この計画は、広域連合とその構成市町村等が相互に調和を取り合いながら、この計画に基

づき事務を処理することとされています。これから申し上げます、ふるさと市町村圏計画の

策定事務につきましても、本計画に定めてあります。なお、この計画の期間は５年間と定め

てありますけれども、内容につきましては、法改正による新規事務の対応等により、適宜議

会の議決を得る中で変更をしてきております。 

 次に、ふるさと市町村圏計画について申し上げます。昭和４６年北信圏域が国の広域市町

村圏の指定を受けたことに伴い、広域市町村圏計画を策定いたしました。その後、平成５年

９月にふるさと市町村圏の指定を受け、現在の新・北信地域ふるさと市町村圏計画と改めま

して、現在は総務省が所管をする広域行政圏計画策定要綱に基づき後期基本計画を定め、圏

域内の振興を図るため、事業主体である市町村等のそれぞれの財政状況等を考慮しながら計

画を策定し、事業実施しておるところであります。 
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 なお、先ほど申し上げました広域計画第２次の中でうたっておりますけれども、国で定め

ている期間に基づき、ふるさと市町村圏基本構想が１０年間、その中の基本計画として前期

と後期それぞれ５年間としております。 

 また、さらにその基本計画を具体的に定めた実施計画及び広域活動計画につきましては、

毎年度、３カ年度を期間としてローリング方式で策定することと定めておるわけであります。

いずれにしましてもそれぞれの計画内容につきましては、市町村基本計画、県の総合計画及

び国の地域開発計画等に整合させながら進めているところであります。 

 後期基本計画と広域計画の最終年度の相違についての統一及びその場合の見直しと、計画

の前倒し、３点につきましては、それぞれの計画の根拠法令、策定時期、策定経過等を踏ま

えますと、最終年度の統一というよりは、内容をいかに充実させ、市町村との整合性の精度

を上げ、調和を図ることが大事かと思います。 

 つきましては、構成市町村等と密に連携を図り、広域連合として圏域発展のため何ができ

るかを十分検討し、時代の流れに適応した、よりよい計画を策定していきたいと考えててお

ります。したがって、今の時点では年度を統一及び前倒し策定につきましては考えておりま

せんので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、実施計画の策定状況と、公表はどのようになっているかの質問でありますけれども、

基本計画に基づき策定される実施計画につきましては、先ほども申し上げましたとおり、毎

年度３カ年のローリング方式で策定することとされております。策定に当たっては、構成市

町村等がみずから策定する基本計画等に沿って作成、提出された資料をもとに、市町村事業、

広域連合事業、一部事務組合事業、県事業ごとに区分をした後、長野県の審査を受け、策定

の運びとなります。 

 なお、この実施計画につきましては、事業主体である市町村等が政策的、財政的に十分検

討し、具体的な数値や目標を立て策定しておりますので、広く公表をし、今後は議員の皆様

にも配付させていただき、ご意見等をお聞かせいただき、より実りのある計画となるように

策定していきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、施設運営と財政見通しについてでありますが、先ほど青木議員にお答えしたとおり

ですので、お願いをいたします。 

 続いてのご質問の、医師確保対策についての件でありますが、この件に関しましては、全

国的な問題となっており、当連合管内におきましても例外ではなく、深刻な問題となってお

ります。このような状況下、県においては２月１日付で衛生部医療政策課に医師確保対策室
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を新設し、県内の医療機関への就職あっせんを進めるべく体制を強化したところであります。 

 当連合管内におきましても、昨年４月、管内の総合病院、市町村、消防機関等の関係者に

よる医療に関する地域検討会が開催され、各機関の状況について意見交換が行われ、医師確

保や医療体制等について検討することを確認されております。当広域連合といたしましては、

県、市町村、関係団体と今後とも連携を図りながら、広域として補助も含め、医師確保につ

いて検討し、役割を果たしていきたいと考えております。 

 次に、公共交通対策の質問でありますけれども、当連合管内におきましては、公共交通は

地域の足のみならず、観光客の２次交通として重要なものと考えております。当連合管内で

はデマンド交通などの運行や、廃止代替路線バスの運行など、市町村においては財政負担が

大きなものとなっておるというのが現状であります。地域の足として必要な方にとっては、

重要不可欠な問題となっているところであります。 

 また、北陸新幹線飯山駅の開業に向けて、北信州の玄関口として、２次交通整備が課題と

なっており、県で策定を進めております観光立県長野再興計画の中の、北信地域の２次交通

体系の構築推進が挙げられております。 

 なお、これら二つの課題につきましては、地域格差を生む要因ともなっておりますので、

今後の計画策定を進める上で、問題解決につながるよう努めていきたいと思いますので、議

員各位のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

 次に、ホームページの有効活用について、ご質問をちょうだいいたしました。 

 最初に、ご質問の広域観光推進事業報告書の具体化についての質問でありますが、今年度、

北信広域観光ワーキンググループを組織し、広域観光事業について検討を行い、その報告書

及び事業計画につきましては、既に議員各位に送付をしてあるところでございます。 

 今年度の事業の一つとして、観光ホームページ、北信州らぐらぐ倶楽部のリニューアルが

あり、現在３月の開設に向けて作業を進めており、現在は予告の内容がアップされておりま

すので、まずはご覧をいただければと思います。 

 主なホームページの内容でありますが、季節に応じた年１０回の特集記事、また動画で施

設の風景を紹介するといったものなど、旬の情報をできる限り配信しようと考えております。 

 また、県の観光協会のホームページ、さわやか信州旅ネットへもリンクしていきたいと考

えております。 

 また業者への委託についてでありますが、今年度は２１０万円、来年度は特集記事や動画

の取材・編集を計画しており、年間８０万円程度の予算を計上しております。なお、委託内
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容である経費につきましては、新しく立ち上げるホームページへのアクセス数や費用対効果

を研究しながら、今後も引き続き有効活用に努めていきたいと考えております。 

 次に、各施設のホームページの活用につきましては、平成１５年度に作成し、公開を始め

ております。内容につきましては、年間の行事予定や施設利用者の様子などが主であります。

現在のホームページでありますが、情報量も少なく、更新もあまりされていない状況にあり

ます。今後におきましては県の介護サービス情報公表システムへのリンクや、各施設と内容

の検討の場を設けるなどして、随時更新できる体制にし、内容の充実を図りながら、施設情

報を発信していきたいと思います。 

 次に、広域連合ホームページの活用の質問になりますが、財政状況の公表につきましては、

北信広域連合財政状況の公表に関する条例に基づき、各市町村の掲示場で行っております。

また、広報紙への掲載につきましては、平成１５年度までの掲載をしておりますけれども、

平成１６年度から経費削減と各区長さん等の配布する手間を省くため、市町村広報誌との合

冊となり、ページ数が減少し、限られたスペースの関係から掲載しておりません。しかし、

今後においては、さらに広く地域住民に周知する意味で、広報紙への掲載もできる範囲で対

応していきたいと思います。 

 なお、この先より一層いわゆるネットの社会が加速をしていくと思いますので、財政状況

のみならず、必要な情報を発信し、充実したホームページになるよう努めていきたいと考え

ております。 

 ３点目でありますが、広域消防計画についてちょうだいいたしました。 

 この件に関しましては、先ほど青木議員にお答えしたとおりでありますが、基本的には地

域の消防力が落ちないことを前提としての計画であるということを肝に銘じておるところで

あります。 

 以上であります。 

議長（山﨑一郎君） 髙木議員、再質問はありますか。 

 １１番、髙木尚史議員。 

１１番（髙木尚史君） 継続でお願いをいたします。 

 それぞれご答弁をいただきましたので、一つはですね、最終年度の整合性については、そ

れぞれの根拠法令を含めて、あるいは策定の経過も含めて理解をできるわけですけれども、

ただ、それぞれにいろいろな重複をする内容の掲示や、あるいはいろいろな時の流れの中で、

それぞれの報告がいろいろと出てくる。 
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 そういう点では一本化をしておいた方が、大変簡素で、また見やすい、あるいは比較がで

きるということでは、いいのかなあというふうに思いますが、それが不可能であれば、その

中で答弁にありましたように、よりよい計画を策定するための努力という、あるいは実行、

実現するための努力をしていくということですから、そのようなことでもいいのかなという

ふうに思いますが、ただ、あまりにその同じような事務が重なって煩雑になって、余計その

職員が労力をむだに費やすということであってはならないのかなあというようなことから、

そこのところはかなり精査をしていかなければいけない問題として、今後もぜひ引き続き検

討をしていただきたいなあというふうに思います。 

 それでですね、実施計画については、それぞれの議員に改めて配付をするというご答弁を

いただきました。それぞれの自治体議会の中でも、実施計画については、それぞれの各議員

がそれを見て、今後３年間の事業計画や、あるいは今後の見通しなども含めて、それぞれ議

員としてのやっぱり学習、あるいはそれぞれの地域の皆さん方の意見を聞く機会をというこ

とから、大変重要なものだというふうに認識をしております。 

 ですから、今までなかなか目につく機会がなかったわけですし、ホームページ上でも見る

ことができなかった。そういうところからいたしますと、それぞれの自治体の財政的な、あ

るいは政策的なものもかなり入っているようでありますけれども、そういう点では広域連合

の議員として、やはり実施計画について有効な活用、あるいは十分な検討をするということ

からも、ぜひお願いをしておきたいというふうに思います。 

 で、それぞれ計画が出されていますけれど、まず一つは、新たな課題としての公共交通の

問題です。これは単一の自治体だけではなく自治体間という、いわば相互の公共交通をいか

にして守るのかということだというふうに思います。 

 今日の信濃毎日新聞でも、南信州の広域連合では、南信州地域交通問題協議会、仮称です

けれども、これを設置をして、路線バスの代替策を検討する、路線別やエリア別の協議会を

設けてというような記事が出されていました。確かに今の段階で、それぞれの自治体ではデ

マンド交通という形で、地域の皆さんの公共交通を確保しようという、そういう取り組みを

しています。 

 それはそれとして、地域の皆さん方の公共交通を守るという視点から、それぞれの地域の

特性や、あるいはそこにお住まいの皆さん方の状況なども含めて、いろいろなパターンがあ

り、そこに適応したデマンド交通体系を採用しているというふうに思います。で、それはそ

れとして、地域の皆さんのために必要なものでもあります。 
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 で、ご答弁にありましたように、これは観光問題として、そのことをとらえてみますと、

例えばこういう例があるわけですね。この地域は山菜が豊富ですし、あるいはおそばもおい

しいところだと、そういったイベントを土曜、日曜に開催をするわけですね。で、そのとき

に地域の皆さんのデマンド交通としての足があるわけですが、月水金だけ、あるいは月曜日

から金曜日、土曜、日曜が例えばそのデマンド交通が動いてないことがあるわけですよね。 

 そうするとイベントをして、例えば飯山の駅におりて、あるいは中野の駅におりて、そこ

から行こうという、公共のいわば観光で来た皆さん方の足を確保する手段がないわけですよ。

そういうことを考えてみますと、そういった観光研究報告の中でも若干触れられていますけ

れども、そういった皆さんの足をいかに確保するのかということが、大変重要になってくる

わけです。 

 で、国土交通省は複数の市町村にまたがる名所や温泉を、２泊以上の連泊で楽しむ観光地

づくりを促すための法制度というものを、この国会へ提案をするというような記事がござい

ました。観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律ということであり

ます。この中では、それぞれの自治体をまたいで、例えば１日目は体験型の農業でもいいし、

ツーリズムでもいいですし、そういったもの。で、２日目はそのほかの歴史文化を訪ねる、

あるいは入浴という体をいやすような、そういったことを連泊をするという、そういうこと

を、これからの一つの地域の活性化のための法案を策定をして、提出をするということに

なっています。 

 これは、一つにはそれらの整備計画をする組織を立ち上げて、その事業を国土交通省に上

げて認定がされますと、事業費の４割を補助するという法律案であります。ですから、今、

それぞれ地域の観光ということを考えていきますと、それぞれの自治体間をまたいで、広域

的な観光ルートを策定をする、そこに今言いましたような、こういった法律に基づいた補助

事業を取り入れることができるということになるわけです。 

 あわせて、その中には特例として、旅行業法の特例を設けて、圏域内の周遊ツアーについ

ては、旅館やホテルなどができるということにするという特例を設けているようであります。

あるいは地域一帯で宿泊施設の外観を統一するための、中小企業金融公庫からの融資を受け

る際の金利優遇や、公益法人が取得する文化財の不動産取得税を軽減する措置など、さまざ

まな角度から、この法律を提案をしていくようであります。 

 このことはやはり圏域全体として、横のつながりを結びつけていく、一つの観光圏として

の大きな要素として使えるものではないかというふうに思いますが、このことについて、ご
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承知でしたら、そのことについてもお伺いをしたいと思います。 

 医師の確保についても、それぞれお話がありました。大変な状況になっているということ

については、それぞれ認識は一致しているというふうに思います。で、一つは長野県の第

２次長野県保健医療計画という案が出されて、パブリックコメントをしていました。その中

で言われておりますのは、例えば医療圏の施設の医師の従事者につきましては、人口１０万

に対して北信地域は、北信の医療圏では１５８．２ということで、長野県平均の１９０を下

回っているわけです。そういう点では医師の従事数が北信広域圏とすれば、県平均よりも低

下をしているということが、具体的に県の資料で明らかになっています。 

 それと、もう一つは、看護師の確保の問題についても同様に触れられています。そういう

ことを中心に、やはり医師の確保、あるいは関連する皆さん方の確保というのは、大変重要

な課題だというふうに思います。 

 そんな中で、特に問題になってくるのは、これは保健福祉推進計画とも関連をするわけで

すけれども、病床の見直しが始まっているわけですよね。平成２２年度までに、例えば療養

病床型を少なく減少をして、一般病床の見直しも含めてするということになっています。 

 そこから問題になってきているのは、病院で介護療養型のベッドが減る、それに伴ってそ

れぞれの例えば特養なり養護の施設あるわけですが、そういう受け入れ先を探すという事態

になってくるわけです。病院のベッドがなくなる、しかし、施設の受け入れ態勢は大変厳し

くなってきている。俗に言う介護難民というものが、今後出てくる可能性が出てきているわ

けです。 

 そのことを考えますと、保健福祉推進計画でいろいろとうたわれておりますけれども、今

後はこの計画を策定をしている以上に、介護を求めている皆さんの数というのは、そういっ

たベッド数が減るということも含めて、ますます需要がふえてくるのではないかというふう

に見込まれます。 

 そこで、そのことを真摯に受けとめながら、どういう対応をしていくのかということだと

思います。先ほどの３０年後、あるいは５０年後ということを見通して、今研究をしている

ということですが、今までこの３０年、５０年という観点から、財政状況がどうなるのかと

いうのは、まだ具体的に私どもは聞いておりません。恐らくまだ研究している段階だと思う

んですが、例えば償還の終えた施設については、民間委託も含めて視野に入っているわけで

すね。その場合に、それぞれのこの広域連合として引き続き建築をして、あるいは改築をし

て、それを維持をして運営をしていく場合に、果たしてどれだけの費用がかかるのか。 
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 その場合に、民間に委託をした場合との経費のいわば比較をして、どちらの方が経費的な

問題としてあるのか、あるいはそれによって入所者の、あるいは地域の皆さん方の利便性が

向上するのか、そのことをやはり明らかにしていかないと、この方策研究会の中身の十分な

議論が進まないのではないかというふうに思います。したがって、財政問題についてどのよ

うに検討をされているのか、具体的な数字なども含めてありましたら、お聞かせをいただき

たいというふうに思います。 

 それと、ホームページの問題についても、これからそれぞれの努力をしていくということ

で、らぐらぐ倶楽部については３月開設に向けてということですが、これを例えば北信州ら

ぐらぐ倶楽部も、それぞれの自治体のホームページから直接アクセスすぐできる自治体と、

こう回り回って、らぐらぐ倶楽部にアクセスできると、それぞれに自治体のホームページに

よっては対応が違っているわけですね。で、そういう点で地域の観光ということを考えてい

けば、それぞれがこのらぐらぐ倶楽部のホームページをリニューアルするわけですから、

もっと有効にアクセスできるような方策を、それぞれの自治体の皆さん方のご協力をいただ

かなければいないと思うのです。 

 そういう点で、単なるらぐらぐ倶楽部一つのホームページリニューアルではなく、それに

連動をした活用方式が有効にできるような、そういう方法をやっぱりとっていかないと、

せっかく業者に委託をしてリニューアルを、あるいは更新をしているということですから、

そういう配慮も十分していかなければいけないというふうに思うわけですが、改めてそのこ

とについて、お聞かせをいただきたいというふうに思います。 

 それと、施設のホームページ、あるいは広域連合としてのホームページも同様であります。

施設のホームページもそれぞれご努力をされ、施設入所者の皆さんの笑顔などの写真などを

含めて、取り組んでいるとは十分わかるわけですけれども、もう少し利用されている皆様、

あるいは家族の皆さん方からも、施設は今どのような状況になり、どういう対応をしている

のかというようなことを報告できるということも含めて、きちんと更新をしていく必要があ

るのではないかというふうに思います。 

 あわせて、県が行っているそれぞれの施設の事業評価も、確か一昨年、すべての施設は実

施をしたというふうに記憶しているわけですが、そういった公的な機関でのその事業評価が

どういうものであったのかということも含めて、そういったことを、やはり公表していくこ

とが必要ではないかなあというふうに思います。そういうところも含めて、ぜひそれぞれの

施設のホームページのあり方、リニューアル、更新について、ぜひご努力をいただきたいと
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思いますが、改めてご答弁をいただきたいというふうに思います。 

 同様に、広域連合のホームページもですね、先ほど財政状況の公表についても、今までそ

れぞれの１６年度から云々というご答弁をいただきましたけれども、今の北信広域連合の条

例の中で、財政状況の公表については、時期も含めてきちんとやるということがうたわれて

いるわけですから、そういう財政状況の公表も含めて、ホームページの有効活用など、そし

て情報開示の説明責任という視点からも、対応していかなければいけない課題だというふう

に思いますので、改めてお伺いをしたいと思います。 

 で、消防の広域化計画についてです。もう既にご答弁もありましたが、ただ、今後の課題

として、それぞれの自治体がこの２本、あるいは県の計画の中では、南信の方から出ている

長野県１本ということにも配慮をして、二つの本部ではなく、１本もあり得るというような

配慮をした計画になっているわけですけれども、それぞれの自治体、あるいは組合議会の中

で議決をしていかなければ、この消防の広域化が進まないわけですね、最終的に。 

 とすれば、それぞれの議会は議会としての十分な研究もされるでしょうし、組合議会とし

ても、その対応をしていくということになります。広域連合としても、それぞれ岳南、岳北

の消防組合の組織の一員として位置づけられているわけですから、そういった組織がそこか

ら抜けるということになれば、広域連合としても、そのことのきちんとした対応をしていか

なければならないということになるわけですから、そういった手続的な中には、それぞれの

十分な議論と理解がされなければ、そこには最終的な到達点に行かないわけですから、そう

いう点、広域連合の果たす役割というのは、やはり大きなものがあるというふうに思います

が、改めてこのことについてお伺いをして、２度目の質問といたします。 

議長（山﨑一郎君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 髙木議員さんの２回目のご質問でございますが、たくさんちょう

だいしましたが、順次申し上げたいと思います。 

 まず最初に、計画の関係で、一本化した方が見やすくてよいのではないかというご提言い

ただきましたが、おっしゃるとおりかというふうに思いますが、それぞれ先ほど申しました

ように性格が違いますので、各市町村との連携を密にしていきたいというように思って、引

き続きその部分について検討していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それから、実施計画でございます。先ほど答弁申し上げましたとおり、各議員さんにも今

後はお配りしていきたいというふうなつもりでおりますので、またご覧いただいて、さまざ



 

－ 63 －  

まなご意見等いただければありがたいというふうに思います。 

 それと、公共交通の関係で、国交省の新制度につきましても教えていただきました。私ど

もそういった制度、新制度があるというのを知らなかったんですが、それにつきましても、

これから情報収集をする中で、ちょっと研究していきたいというふうに考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

 それと、医師確保の関係でございますが、含めまして病院の療養ベッド数が少なくなって

くるというお話がございまして、介護難民もふえてくるんではないかというようなお話もご

ざいました。それは十分予想されるというふうに思います。 

 で、平成２０年度ですか、新しい県の第４期介護支援事業計画等策定される機会でござい

ます。そういったところで、今後ベッドをふやしていけるように、連合とすればお願いして

いきたいというふうに思っているわけですが、それぞれの介護保険とも一部関係しますので、

各関係市町村の皆様とも十分意見交換する中で対応を決めて、要望するものはしていきたい

というふうに考えております。 

 それと、特養の関係につきましては、先ごろ厚生連などでもできるようになったようでご

ざいます。ですので、そこら辺とのリンクというのも、また必要になるかなあというふうに

思うわけでございますが、いずれにしまして、県の方から、またそういった計画策定に向け

ての声がかかると思いますので、それに向けて準備はしておきたいというふうに考えており

ます。 

 それと、保健福祉の関係の財政状況についてのご質問がございました。検討状況につきま

しては、先ほど青木議員の質問にお答えしたとおりなんですが、この先、介護保険の報酬等

がどういうふうになるのかというのが、全然今見えてこないわけでありますが、一応私ども

がシミュレーションしている中では、介護報酬はこのままで行くならば、おおむね順調な施

設運営はできるんではないかなというような試算はしてございます。 

 一部の施設については、起債の償還で厳しい施設運営になることが予想されるわけであり

まして、今後、基金の一本化は避けられない課題かなあというふうに思います。なお、いろ

いろ調べてみますと、養護の基金の一本化ということは難しいようでありますが、特養の関

係では会計を一本にすれば、できるんじゃないかというようなところまでの研究は進めてき

たところであります。 

 それで、民営化ということになりまして、民営化に移行になりますと、施設運営の財政面

については、大変厳しくなることが予想されるわけであります。この先、だからいろんな角
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度において検討を進めていかなければならないというふうに思っているわけでありますが、

待機者の解消対策も含めて、より慎重に方策を探っていく必要があるというふうに考えてご

ざいます。 

 それと、ホームページの関係でございますが、市町村のページの方からは、簡単にアクセ

スできないような状態だというご指摘がございました。ちょっとうかつだったと思いますが、

当然市町村の方へ協力を求めまして、簡単にこうした観光のページの方へアクセスできるよ

うに、市町村の方へはお願いしていきたいというふうに思います。 

 それと施設のホームページの関係でも、大変古い内容ということで、大変恐縮しておるわ

けでございますが、これからは小まめに、かなりの部分、こちらの何といいますかね、外注

しなくてもできる部分があるようでございますので、ここに職員の技術を投入いたしまして、

できるだけ小まめに更新するようにしたいというふうに思います。 

 それと、それから県の事業評価の関係なんですが、直接はリンクはちょっと難しいような

んですが、県のトップページへ戻って、その何といいますか、見るということはできるよう

ですので、施設のページを開いた方が、できるだけそこへ到達しやすいように、何かこう書

くなりしながら、私どものページもあわせて見ていただくような、そして理解を深めていた

だくような形も考えていきたいというふうに思います。 

 それと、財政状況の公表でございますが、一応条例に書かれておりますが、最低限の報告

だけはさせていただいているんですが、ご指摘のとおり、こういう時代でございますので、

ホームページを利用しまして、できる範囲のことはやっていきたいというふうに思います。 

 消防の関係については、先ほど連合長からも、青木議員に答弁したとおりでございます。

よろしくお願いいたします。 

議長（山﨑一郎君） 髙木議員、３度目の質問ありますか。 

 １１番、髙木尚史議員。 

１１番（髙木尚史君） それでは、あと２点ほどについてお伺いをいたします。 

 一つは、先ほどの医師確保の問題と、そしてそれぞれの施設のあり方の問題について触れ

たわけですが、ベッド数が減るということを、やはりきちんと念頭に置いて、まず欲しいと

思うんです。平成２３年度末でもって、介護保険が適用になる療養病床、これが廃止になる

んですね。そして医療保険が適用される医療療養病床ということになるわけですが、これで

も、ここでもこのベッドについては、介護の必要性が高い入院患者については、適切な介護

保険施設等においてサービスが提供されるということになって、これも病院から出されると
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いう方向になってくるわけですよ。二重にその受け入れる場所がきちんと確保されていない

と、病院から介護が必要とされている人が退院せざるを得ないという状況が、平成２３年度

末というところで大きく変更が出てくるわけです。 

 それではありませんけれども、長野県としては、長野県地域ケア体制整備構想を策定をす

るということに、これからなるようであります。その中でそういったもの、療養型病床がな

くなる、あるいは重い方は一般病床から退院させられるという状況も含めて、議論をされる

んだと思いますが、しかし、その受け皿はといっても特別養護老人ホームとか、そういうと

ころにならざるを得ないわけですね。 

 したがって、そのことを十分念頭に置いて、今研究会があるようですけれども、その中で

もこの議論をぜひ進めていってほしいというふうに思うんです。 

 それと、民間に委託をした場合にどうなるのかということですが、これは既にある広域連

合の中で、民間委託の方向づけを出したところでは、なかなかその介護の職員、人手が集ま

らないという事態があるわけですよね。で、確かにこの広域連合管内の正規の職員、嘱託、

臨時のパートの職員がそれぞれいるわけですけれども、その比率を６５％まで下げようとい

うことですけれども、例えば地方自治法の関連もいろいろあるでしょうけれども、そういっ

た嘱託、臨時の介護職員の皆さんが、常にこうかわっているということは、大変大きな問題

をはらんでいると思うんですよ。 

 例えば保育園で子供の保育士がかわると、子供の情緒不安定になるということを言われて

います。で、お年寄りの入所者の場合はそういう事例があるんですよ。で、介護職員がか

わった、今までスムーズに入所者は、その方といろいろと意思交流を含めていい状態だった

んだけれども、かわってしまった。とたんにその方は、また情緒不安定になるという、そう

いう事例というのが出てきているわけです。ということは、やはり介護職員をいかにきちん

と定期的に、あるいは固定的に確保しておかなければいけないのかという、入所者の側に

とっても大きな問題が残っているわけです。 

 そういう点では、こういった正規の職員をきちんと確保する、今の段階では研究会の報告

書の中では、６５％ということを言っていますけれども、それはやはりもっともっと正規の

介護職員がいて、そして親切丁寧な、それぞれの入所者に対する対応をしていかなければい

けない問題だというふうに思います。そういう点で、人材確保という問題は重要な課題とし

て受けとめなければならない、福祉施策の報告書のあり方とも関連する大きな問題だという

ふうに思いますので、改めてこの点について、ご答弁をいただきたいと思います。 
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 それと、地域間をまたぐ観光圏における公共交通の問題、エリアの問題ですけれども、こ

れは国土交通省のホームページで、法律、あるいは提出をしていく法律などのところに載っ

ておりますから、ぜひご覧をいただきたいと思います。 

 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案ということで、それぞ

れ概要、あるいは案文について出されていますので、それが例えば広域連合としての補助対

象になるのか、ちょっと難しいかもしれませんけれども、それぞれ自治体間が横の連携を

とって、その対象事業を、いわば委員会をつくって策定をして、国交省の認可を受けるとい

うことになるかと思いますから、そういう方策の中で、新たにできる法律ですから、なるべ

く早く手を挙げた方が有効的なのかなあというふうに思いますので、そういった早急な検討

も含めて、ぜひ広域観光の課題についても取り組んでいただきたいということをお願いを申

し上げて、質問を終わります。 

議長（山﨑一郎君） 青木広域連合長。 

広域連合長（青木 一君） ご指摘をいただいたとおりでありまして、今研究会で、また正副

連合長会で、その前段の資料づくり、まさに研究の段階で、一番難しいことはそのことであ

りまして、国の法改正の問題、また、いわゆる職を求める、福祉のみならず職を求める方々

のそのライフスタイル、求職者のライフスタイルそのものの問題について、注視していかな

きゃいけない問題について検証し、そういう前段として、経済状況がどうなっていくかを見

通していかなきゃいけない。 

 余りにもその注視しなきゃいけない要件が多すぎて、ちょっと今前に一歩出づらいといい

ますか、脱っしづらい状況にいる、迷路の入り口にちょっと入りかかっているというのも現

実であります。そのぐらい今後のその答弁には、ご指摘をいただい国の動向というのは、お

いおいそうなるし、そんな中での私どもは今岐路といいますか、転機に差しかかっているわ

けでありますから、いろいろな観点から、いろんな方向からものを見ながら、連合としての

行く末を探るべきであると思っているところであります。 

 それから、交通の問題に関しましては、これからも情報というかあれで、情報を得る中で

検討していきたいと思っているところであります。 

 以上であります。 

議長（山﨑一郎君） 以上をもちまして、髙木尚史議員の質問を終結いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

３ 討論、採決 
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議長（山﨑一郎君） 日程第３ 討論、採決を行います。 

 初めに討論を行います。討論のあります方は早急に書面をもって議長の手元まで通告願い

ます。なお、発言通告書は事務局長のところにあります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 （休 憩）      （午後 ２時０３分） 

 （再 開）      （午後 ２時１０分） 

議長（山﨑一郎君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 討論の通告がありませんので、以上で討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 初めに、議案第１号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例案について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第１号については原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第２号 平成２０年度一般会計予算について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第２号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第２号については原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３号 平成２０年度特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予算について採

決いたします。 

 お諮りいたします。議案第３号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第４号 平成２０年度特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算について採
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決いたします。 

 お諮りいたします。議案第４号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第５号 平成２０年度養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算について採決い

たします。 

 お諮りいたします。議案第５号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第６号 平成２０年度特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算について採

決いたします。 

 お諮りいたします。議案第６号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第７号 平成２０年度養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算について採決い

たします。 

 お諮りいたします。議案第７号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第８号 平成２０年度特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会計予算につい

て採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第８号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求
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めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第９号 平成２０年度特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計予算について

採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第９号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第１０号 平成２０年度特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会計予算につ

いて採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１０号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第１０号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第１１号 平成２０年度ふるさと市町村圏事業特別会計予算について採決いた

します。 

 お諮りいたします。議案第１１号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第１１号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第１２号 平成２０年度公平委員会特別会計予算について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１２号について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第１２号は原案のとおり可決されま
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した。 

 次に、議案第１３号 監査委員の選任の同意について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１３号について原案のとおり同意することに賛成の議員の起立

を求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第１３号は原案のとおり同意されま

した。 

 次に、議案第１４号 公平委員会委員の選任の同意について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１４号について原案のとおり同意することに賛成の議員の起立

を求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（山﨑一郎君） 起立全員であります。よって、議案第１４号は原案のとおり同意されま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

４ 議第１号 北信広域連合選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

議長（山﨑一郎君） 次に、日程第４ 議第１号 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行

います。 

 この際、お諮りいたします。選挙の方法については地方自治法第１１８条第２項の規定に

より、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法につきましては、指名推選

によることに決しました。 

 続いて、指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しまし

た。 

 選挙管理委員会委員には、柴本富子さん、田辺謹治さん、鈴木久美子さん、芳川憲夫さん

の以上４名。補充員には野村健治さん、滝沢道代さん、半藤茂俊さん、坂入昌子さんの以上

４名を指名したいと思います。 
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 お諮りいたします。ただいま議長において指名しました柴本富子さん、田辺謹治さん、鈴

木久美子さん、芳川憲夫さんの以上４名を選挙管理委員会委員の当選人として、また補充員

については、補充の順序はこれから申し上げる指名の順序とし、野村健治さん、滝沢道代さ

ん、半藤茂俊さん、坂入昌子さんの以上４名を補充員の当選人とすることにご異議ございま

せんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました柴本富子さん、

田辺謹治さん、鈴木久美子さん、芳川憲夫さんの以上４名が選挙管理委員会委員に、野村健

治さん、滝沢道代さん、半藤茂俊さん、坂入昌子さんの以上４名が補充員に当選されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（山﨑一郎君） 以上で、本日予定しました議事は全部終了いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 緊急動議 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（山﨑一郎君） ８番、島田伯昭議員。 

８番（島田伯昭君） 議席番号８番、島田伯昭ですが、動議を提出いたします。よろしいで

しょうか。 

議長（山﨑一郎君） ８番、島田伯昭議員。 

８番（島田伯昭君） 道路特定財源の堅持を求める意見書提出について、緊急を要すると思い

ます。直ちに日程を追加し、議論をしていただくことを希望いたします。 

 以上です。 

議長（山﨑一郎君） ただいま島田伯昭議員から、道路特定財源の堅持を求める意見書の提出

の緊急動議がございました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

 （休 憩）      （午後 ２時２０分） 

 （再 開）      （午後 ２時３６分） 

議長（山﨑一郎君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 先ほど島田伯昭議員から緊急動議の提案がございました。この取り扱いについて、賛成の

議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 
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議長（山﨑一郎君） 起立多数でございますので、緊急動議が成立いたしました。 

 それでは、地方自治法第１１２条第１項及び第２項並びに北信広域連合議会会議規則第

１４条の規定により、ただいまお手元に資料を配付させます。 

（資 料 配 付） 

議長（山﨑一郎君） ただいまお手元に配付いたしました資料のとおり、道路特定財源の堅持

を求める意見書につきまして、所定の賛成者があります。 

 この際、お諮りいたします。道路特定財源の堅持を求める意見書は、検討し得る事件と認

め、日程に追加し、議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

議長（山﨑一郎君） 賛成多数でございます。よって、日程に追加することに決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

５ 議第２号 道路特定財源の堅持を求める意見書について 

議長（山﨑一郎君） 議第２号 道路特定財源の堅持を求める意見書について、事務局次長よ

り朗読をさせます。 

 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 道路特定財源の堅持を求める意見書（案）朗読いたします。 

 日本の経済は、長期にわたり景気低迷を続けています。また、少子高齢化と人口減少社会

が到来するなど、日本の社会は今、大きな転換期にあります。 

 さらに、多くの中山間地域をかかえる長野県においては、山間地集落の疲弊や荒廃を初め、

市街地においても医療や福祉環境の変化への対応など、様々な分野で多くの課題に直面して

います。 

 これらの諸課題を解決し、国民の生き生きとした暮らしの実現、国際的にも競争力があり

多様性のある地域経済社会の形成、安全・安心の確保、美しく良好な環境の保全・創造など、

地方ののびのびとした自立と活性化のための施策は、「道路」に支えられています。 

 特にこの北信地域においては、山間地が多くまた豪雪地帯であります。冬期間の地域の自

立や活性化、消防・緊急医療などの安心・安全のためにも円滑な交通機能の確保のうえで道

路整備は必要不可欠な最も重要な課題であります。 

 従って、住民にとって最も身近で根幹的な社会基盤である道路を適正に維持・管理し、必

要な道路を着実に整備促進していくことは社会の要請であると同時に、現代に生きる我々が

国家百年の計として、後世に残すべき最も重要な社会資本であると考えています。 
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 よって、国においては、地方の実情を十分ご賢察いただき、下記の事項について特段の配

慮がなされるよう強く要望いたします。 

記 

１ 緊急かつ計画的に道路を整備するための財源としての使命を担い、ユーザーに負担を求

め、着実に道路整備を進めてきたその制度趣旨にのっとり、暫定税率を含めた現行の道路

特定財源制度は堅持し、道路整備を着実に促進すると。 

２ 現行の道路特定財源制度の崩壊は、道路を安全な状態に維持し管理する費用にも影響を

及ぼすことから、暫定税率を含めた現行の道路特定財源制度を堅持し、地方の生活や経済

活動に支障が出ないように配慮すること。 

議長（山﨑一郎君） それでは、提案者から提案理由の説明を求めます。 

 ８番、島田伯昭議員。 

（８番 島田伯昭君 登壇） 

８番（島田伯昭君） それでは、８番議員、島田伯昭ですけれども、道路特定財源の堅持を求

める意見書の提出理由についてご説明をさせていただきます。 

 栄村では、ご承知のとおり１８豪雪により秋山郷に通じる唯一の生活道路、いわゆる国道

４０５が全面通行止めになりました。１０集落１９３戸、約５００人の方が孤立をしてしま

いました。また、栄村でいう通称県道かいまわり坂、この道路は道路幅も狭く、また見通し

が悪く、冬期間スリップによる悲惨な交通事故も発生しております。 

 さらに命の橋といわれる百合居橋にとっても老朽化が進み、建てかえの課題が村民の中で

多く取りざたされております。早急な道路整備促進が求められている栄村でございます。 

 北信地方においても、このような状況下にある場所は多々あると私は思います。よって、

現行制度以上なものがないと思われる現在、地域住民生活向上に貢献してきた道路特定財源

暫定税率制度堅持を求めた意見書を、ぜひとも関係機関へ提出することへの追加の議題を求

めた次第でございます。 

 どうか皆様よろしくご審議の上、力強いご賛同をお願いを申し上げて、説明理由とさせて

いただきます。 

 ありがとうございます。 

議長（山﨑一郎君） それでは、ここで議案質疑を行います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（山﨑一郎君） ４番、高橋正治議員。 
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４番（高橋正治君） 先ほど、緊急動議で出されたときに、私が挙手をして、議長に発言を求

めていたんですが、議長の方から私の方の指名がございませんでしたので、改めて発言させ

ていただきました。 

 私はなぜ動議が出されたときにね、発言を求めたかというとですね、今大事なことは、こ

の道路特定財源について、国民というか国政の世論調査でも、相当激論している中で、今、

国会の中で議長あっせんというものが出されているんですね。できるだけ早くに、年度内に

一定の方向を出すということが、全会一致で決まっていることなんですね。 

 したがってですよ、そういうことであればあるほどですね、私どもは生活に必要なインフ

ラ、生活に必要な道路整備については、当然必要であります。私どもは特にこういう豪雪地

域に住んでいるものとして、そういう要望であり、当然のことだと私は思うわけですが、問

題は、この今の特定財源というのは、実際にこれは必要な道路をつくるんだということを目

的にしているんじゃないと思うんですね。いわゆる５９兆円とかいっているお金が前提にな

り、その５９兆をいかに使うかという特定財源の使い道についての議論が全くされず、必要

な道路整備をどうするのかではなく、５９兆円ありきで整備を進めるというところに問題が

あるというふうに考えておるわけです。 

 実際に、この特定財源を消費するために必要としない道路が建設されており、その道路建

設に伴うアメリカ軍の住宅の移設などにもこの特定財源が使われているのが現状であります。 

 暫定税率を含む道路特定財源について、世論調査では反対が５０数％、賛成が２８％と言

われております。以上の点からも十分な議論が必要であると思うわけであります。 

議長（山﨑一郎君） ほかに質疑ございませんか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（山﨑一郎君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） 国会では、衆参議長のあっせんによって道路特定財源法案について

「年度内に一定の方向性を示す」ということで、与野党が全会一致で合意しました。 

 その結果、今、国会において道路特定財源について慎重に審議されているところです。と

ころが、本意見書案は議長あっせんとは違い、あくまで道路特定財源を堅持し続けようとす

るものです。議長あっせんに沿って「慎重な審議」を求めるなら理解できますが、本案は、

道路財源をあくまで維持しようとするものです。なぜ、このような意見書案を提出する必要

があるのですか。 

 ２点、おっしゃるように栄村の道路整備促進は私も理解できます。また、皆さんもご承知
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の通り国道１１７号線は歩道もない箇所がありますし、あっても凹凸が激しく、この冬期間

も歩道に除雪された雪があり、通学路としても歩行者にとっても安心して利用できないばか

りか大変危険なものになっています。 

 政府案の道路特定財源は道路中期計画の１０年間に、５９兆円も使うものとなっています。

こうした財源を使ったからといって、果たして先ほどの栄村の道路整備が進むとは思えませ

ん。また、国道１１７号線の歩道の設置や安全な歩道の整備にどれだけの財源が来るかわか

りません。果たして道路特定財源堅持でこうした地域が必要とする道路整備など、どれだけ

具体化されるとお考えですか。 

議長（山﨑一郎君） ８番、島田伯昭議員。 

８番（島田伯昭君） 国は道路整備事業について代替制度を確立していない中で、道路特定財

源法案について存続、廃止、だけが先行しています。 

 本法案は３月３１日までとなり、北信地方にとって緊急性が高いと思われます。 

議長（山﨑一郎君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） 栄村の道路整備の促進をされたい気持ちはよくわかります。しかし、

これまで私たちがこうした箇所の整備を関係機関に要望しなくて進まなかったのではなく、

道路特定財源等はこれまでもあったのに進まなかったのが実態ではないですか。今回の道路

中期計画によれば、高速道など高規格道路整備に約２２兆７，０００億円使う一方、通学路

の安全対策は約２．８兆円、踏切の安全対策には５，０００万円しかありません。これでど

うして問題が解決するのでしょうか。 

 また、本連合の主たる事業は特別養護老人ホームの施設の設置・運営にあります。ところ

が、先ほども議論されたように、特別養護老人ホームの民間委託まで検討課題とされていま

す。こうしたもとで道路特定財源のみが１０年間で５９兆円を使うことを求める、これは本

連合の実態や趣旨からも疑問を持たざるを得ません。むしろ、長い間苦労されてきたお年寄

りが安心して余生を送れるような施策こそ求められるのではないでしょうか。 

議長（山﨑一郎君） ８番、島田伯昭議員。 

８番（島田伯昭君） まことに申し訳ありません。 

 特別養護老人ホームの民間委託について、今、考えを述べるのに至っておりせん。 

議長（山﨑一郎君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） 生活道路や国道１１７号線の整備が必要であるという認識は同じです。

しかし、先ほども伺いましたように、道路特定財源で１０年間に５９兆円を使ったからと
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いって、私たちが緊急に必要とする道路を整備することは保障されていません。むしろ、一

般財源化して特別養護老人ホーム建設など福祉や暮らしに回すことの方が、多くの国民の理

解を得ることができるのではないでしょうか。 

 議長裁定による与野党合意に基づいて道路特定財源問題が解決するためにも、本意見書案

を取り下げるお考えはないのでしょうか伺います。 

議長（山﨑一郎君） ８番、島田伯昭議員。 

８番（島田伯昭君） 北信地方の道路整備促進を思い、意見書案を取り下げる考えはございま

せん。 

議長（山﨑一郎君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（山﨑一郎君） ないようですので、議案質疑を終結いたします。 

 続いて討論を行います。討論のある方は早急に書面をもって議長の手元まで通告願います。 

 なお、発言通告書は事務局長のところにあります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 （休 憩）      （午後 ３時０８分） 

 （再 開）      （午後 ３時１３分） 

議長（山﨑一郎君） 会議を再開いたします。 

 討論の通告がありますので発言を許します。 

 １７番、青木豊一議員。 

（１７番 青木豊一君 登壇） 

１７番（青木豊一君） 議第２号 道路特定財源の堅持を求める意見書につきまして、反対の

立場から討論を行います。 

 私たちは、地域における住民の安全を確保し、そして生活の安定を向上することについて

は、何ら否定するものでありませんし、むしろ今日の政府の対応としては、余りにも地方を

いじめ、そして地方の声が通らなくなってきている。ここが最大の問題だと考えております。

その一つが、道路にもあらわれております。 

 皆さん方もご承知のとおり、この国道１１７号線をご覧になっても、いまだ歩道がない。

あっても凹凸が激しい、除雪は部分的にしか行われない、こういうことがいつまでも放置さ

れてよいはずがありませんし、一刻も早く歩行者と、何よりも学童の安全のために、緊急に

歩道の設置や、安心して歩道が利用できるような、こうした施策を国が実行すべきことを強



 

－ 77 －  

く求めるものであります。 

 しかもこの間、質疑でもおわかりのように、長期にわたって道路特定財源を集め、そして、

にもかかわらず、当然その多くをこの１１７号線も同じく言ってきました。にもかかわらず

それが実行されないということは、私たちにとっては到底許しがたいことであり、そういう

道路特定財源であるならば、やはり一般財源化をして、生活、あるいは生活道、そして提案

者が求められておられるように、住民と地方自治体が最も早くやってほしい道路、こういう

ところに優先的に一般財源として道路の整備を行い、そういう施策を行うことが、政府の責

任だと思います。 

 しかし、本議案である道路特定財源は、米軍の住宅をつくるために１戸２億５，０００万

円をかけられるけれども、学童が通る歩道は整備できない、こういう道路特定財源は、私た

ちは仮に５９兆円という巨額なお金を使ったとしても、残念ながら、これは住民の皆さん方

の理解が得がたいことだと思います。 

 事実、各種の世論調査が行われたとしても、今やどの世論調査も、はるかに一般財源化を

求めるものになっております。ここに、この道路特定財源に対する、住民がもういつまでも

それを継続するのではなく、一般財源化を通じることこそ大事だという意思表明があると思

います。 

 これまでの道路でも、例えば本州と四国の架橋が３本つくられました。１００円の収入を

得るのに２１１円の経費が必要になる。年間８００億円の支出をしているというのです。こ

ういう道路特定財源は、私たちは継続は反対です。直ちに一般財源化することを強く求める

ものであります。 

 結局、この道路特定財源の５９兆円というのは、この財源があるからこそ、むだな道路が

次々とつくられる。そういう温床になっているわけですから、これをやめるべきです。そし

て、暫定税率も廃止をすべきだと考えております。そして、私たちはこうした一般財源化さ

れた財源については、生活道路を中心とした道路や、あるいはまた少子高齢化社会といわれ

るこうした福祉の財源、さらに暮らしへの財源に回していく、こういうことを通じて、財源

の額は仮に減ったとしても、地域の要望や自治体の要望が着実に前進できる、こういう方向

へと切りかえるべきだと考えております。ですから、この中期１０カ年計画は撤廃を求める

のは当然です。 

 なお、今環境問題が大きな問題になっています。二酸化炭素の排出量を考慮した、ユー

ザーなど、大企業などへの環境税などを通じて、環境破壊も防いでいくことが、今求められ
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るというふうに思います。まして日本が、今年サミットの議長国です。しかし、今世界から、

その議長国としての環境をよくする、そういう具体的な施策の弱さが厳しく指摘されており

ます。そういう意味で、この環境税などの創設も十分視野に入れた検討課題にすべきだと考

えております。 

 最後に本意見書は、いわゆる議長裁定によりまして、与野党が、なかんずく与党がつなぎ

法案として提出した、そしてみずから多数で議決した、そういうものまで引っ込めて、そし

て、いわゆる与野党が真剣になって、この道路特定財源を含めたこれからの財源の活用につ

いて検討を始めたときであります。そういうときに、この道路特定財源を堅持せよと、こう

いう意見書は、こうした衆参両院議長を初め、与野党の合意に残念ながら否定的影響を与え

かねません。こうしたさまざまな問題を考慮して、本意見書につきましては反対をするもの

であります。 

 なお、最初に申し上げましたように、生活道路を初めとする地域の道路を、より安全・安

心な方向へ、国の責任によって整備することを強く求めるものであります。 

 以上で討論といたします。 

議長（山﨑一郎君） 以上で討論は終結いたしました。 

 これより採決に入ります。議第２号 道路特定財源の堅持を求める意見書について、原案

のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

議長（山﨑一郎君） 起立多数であります。よって、議第２号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（山﨑一郎君） 以上で本日の議案すべてを終了いたします。 

 ここで広域連合長からあいさつがあります。 

 青木広域連合長。 

（広域連合長 青木 一君 登壇） 

広域連合長（青木 一君） ２月定例会の閉会に当たりまして、一言御礼のごあいさつを申し

上げさせていただきます。 

 本議会におかれましては、２月８日に開会をさせていただき、本日までの７日間にわたっ

て、会期中、議員各位におかれましては慎重にご審議をいただき、上程を申し上げました各

議案とも、それぞれお認めをいただきまして、まことにありがとうございます。 

 今後とも広域連合として、各市町村との連携をさらに深め、各地域が掲げている課題解消
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に向け連携を図りながら、広域連合が果たしていくべき使命に向け、職員一丸となって取り

組み、活力ある快適で安全な圏域づくりをさらに推進し、地域福祉の向上はもとより、地域

経済の活性化に向けた事業の促進に努めてまいりたいと思っております。 

 議員各位におかれましては、北信地域の発展のために、今後ともより一層のご支援とご協

力を賜りますようお願いを申し上げますとともに、ご健勝とご活躍を祈念いたしまして、閉

会のごあいさつとさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。（拍手） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

６ 閉  会 

議長（山﨑一郎君） 以上をもちまして、平成２０年第１回北信広域連合議会定例会を閉会い

たします。大変ご苦労さまでした。 

 （閉 会）      （午後 ３時２７分） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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